
10
2016

11
社協情報
ノーマ  No.301

NOVEMBEROCTOBER

平成2年10月2日第3種郵便物認可 平成28年11月1日発行（毎月1日）No.301

新
し
い
地
域
支
援
事
業
を
通
し
て
地
域
づ
く
り
を
推
進
す
る
た
め
に

―

生
活
支
援
コ
ー
デ
ィ
ネ
ー
タ
ー
、
協
議
体
の
取
り
組
み

社
会
福
祉
法
人
制
度
改
革
の
動
向
と

「
法
人
社
協
モ
デ
ル
定
款
」
改
正
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に
つ
い
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改
正
社
会
福
祉
法
の
施
行
に
向
け
た

検
討
状
況
等
に
つ
い
て

　

現
在
（
平
成
28
年
10
月
時
点
）、
社
会
保
障
審

議
会
福
祉
部
会
に
て
改
正
社
会
福
祉
法
の
施
行

に
向
け
た
検
討
事
項
が
協
議
さ
れ
て
い
る
。
継

続
審
議
と
な
っ
て
い
る
事
項
以
外
の
社
会
福
祉

法
人
制
度
改
革
の
概
要
と
社
協
の
取
り
組
み
等

に
つ
い
て
は
、
本
誌
№
2
9
6
（
4
・
5
月
合

併
号
）
お
よ
び
№
3
0
0
（
9
月
号
）
の
特
集

を
参
照
い
た
だ
き
た
い
が
、
そ
の
後
国
か
ら
新

た
に
提
示
さ
れ
た
情
報
等
に
つ
い
て
は
次
の
通

り
で
あ
る
。

❶ 

改
正
社
会
福
祉
法
の
施
行
に
と
も
な
う

政
省
令
の
発
出
に
つ
い
て

　

改
正
社
会
福
祉
法
の
規
定
の
う
ち
、
平
成
29

年
4
月
1
日
に
施
行
さ
れ
る
改
正
事
項
の
関
連

政
令
の
主
な
も
の
は
、
①
会
計
監
査
人
設
置
の

基
準
、
②
評
議
員
数
に
関
す
る
経
過
措
置
、
③

社
会
福
祉
法
人
等
の
資
産
の
総
額
の
変
更
に
係

る
登
記
の
期
限
の
変
更
（
組
合
等
登
記
令
の
一

部
改
正
）
等
が
あ
り
、
同
じ
く
省
令
に
つ
い
て

は
、
①
評
議
員
と
特
殊
の
関
係
を
有
す
る
者
、

②
控
除
対
象
財
産
額
、
③
社
会
福
祉
充
実
計
画

等
が
あ
る
（
図
表
1
）。

　

政
省
令
案
は
、
パ
ブ
リ
ッ
ク
コ
メ
ン
ト
の
募

集
を
行
い
（
9
月
27
日
～
10
月
26
日
ま
で
）、
最

終
的
に
10
月
下
旬
か
ら
11
月
上
旬
を
目
途
に
公

布
さ
れ
る
予
定
で
あ
る
。

　

ま
た
、
厚
生
労
働
省
は
政
省
令
等
の
公
布
後

の
11
月
中
に
都
道
府
県
、
政
令
市
、
中
核
市
を

対
象
に
「
社
会
福
祉
法
人
制
度
改
革
の
施
行
に

向
け
た
全
国
担
当
者
説
明
会
」
を
開
催
し
、
政

省
令
等
の
詳
細
に
つ
い
て
説
明
す
る
予
定
と

な
っ
て
い
る
。

❷ 「
社
会
福
祉
充
実
残
額
」
お
よ
び

「
社
会
福
祉
充
実
計
画
」
に
つ
い
て

　

今
般
、
社
会
保
障
審
議
会
福
祉
部
会
で
は
制

度
改
革
に
係
る
重
要
事
項
の
継
続
審
議
を
行
っ

て
い
る
が
、
専
門
的
・
技
術
的
な
検
討
を
要
す

る
と
考
え
ら
れ
る
会
計
監
査
関
係
や
控
除
対
象

財
産
関
係
等
の
検
討
項
目
に
つ
い
て
は
、「
社

会
福
祉
法
人
の
財
務
規
律
の
向
上
に
係
る
検
討

会
」
に
て
別
途
協
議
を
行
っ
て
い
る
。

　

改
正
社
会
福
祉
法
で
は
、
社
会
福
祉
法
人
が

保
有
す
る
財
産
に
つ
い
て
は
、
事
業
継
続
に
必

要
な
財
産
（
控
除
対
象
財
産
）
を
控
除
し
た
う

え
で
、
再
投
下
可
能
な
財
産
（
社
会
福
祉
充
実

残
額
）
の
明
確
化
が
必
要
に
な
る
。
ま
た
、
社

会
福
祉
充
実
残
額
が
生
じ
る
場
合
は
、
法
人
が

策
定
す
る
社
会
福
祉
充
実
計
画
に
基
づ
き
、
既

存
の
本
来
事
業
の
充
実
や
新
た
な
取
り
組
み
に

特　集　1

社
会
福
祉
法
人
制
度
改
革
の

動
向
と
「
法
人
社
協
モ
デ
ル 

定
款
」
改
正
案
に
つ
い
て

　
平
成
28
年
3
月
31
日
に
成
立
、
同
日
公
布
さ
れ
た
社
会
福
祉
法
に
つ
い
て
は
、
平
成
29
年
4

月
1
日
の
全
面
施
行
に
向
け
、
社
会
保
障
審
議
会
福
祉
部
会
に
て
継
続
的
な
審
議
が
行
わ
れ
、

厚
生
労
働
省
か
ら
関
連
す
る
政
省
令
の
通
知
等
が
発
出
さ
れ
る
予
定
と
な
っ
て
い
る
。

　
本
特
集
で
は
、
そ
の
審
議
状
況
を
お
伝
え
す
る
と
と
も
に
、
平
成
28
年
度
中
に
所
轄
庁
に
承

認
を
得
る
必
要
の
あ
る
定
款
変
更
の
準
備
に
向
け
て
、
全
社
協
・
地
域
福
祉
推
進
委
員
会
が
と

り
ま
と
め
た
「
法
人
社
協
モ
デ
ル
定
款
」
改
正
案
の
内
容
に
つ
い
て
紹
介
す
る
。

図表 1　社会福祉法の一部を改正する法律の施行に伴う主な政省令事項について

政令で規定する事項 根拠政令等 見直し内容
① 会計監査人設置の
基準

社会福祉法施行
令（昭和 33年政
令第 185号）

会計監査人設置の基準を、最終会計年度の収益 30億
円/負債 60億円を超える法人と規定する。

② 評議員数に関する
経過措置

社会福祉法の第
4条関係

評議員に関する経過措置（3年間は 4人以上とするも
の）の対象となる法人の基準を、収益 4億円を超えな
い法人と規定する。

③ 社会福祉法人等の
資産の総額の変更
に係る登記の期限
の変更（組合等登
記令の一部改正）

組合等登記令
（昭和 39年政令
第 29号）

資産の総額に変更があったときの登記の期限につい
て、会計年度の終了後「二月以内」としているものを
「三月以内」と改正する。

省令で規定する事項 根拠省令等 見直し内容
① 評議員等と特殊の
関係を有する者

社会福祉法施行
規則（昭和 26年
厚生労働省令第
28号）

評議員等と特殊の関係があることにより、評議員等に
なることが制限される者について、公益認定法の規定
に準拠し、事実婚の関係にある者、評議員等の使用人
となっている者、支配している他の法人の役員である
者等を規定する。

②控除対象財産 同上 控除対象財産額を算出するために合計する財産とし
て、事業の継続に必要な財産（社会福祉事業等の実施
に必要な財産、当該財産のうち固定資産の再取得等に
必要な額に相当する財産及び最低限必要な運転資金）
を規定する。（詳細及び係数については通知に記載）

③社会福祉充実計画 同上 社会福祉充実計画について、
・計画への記載事項（法人の基本情報や資金計画等）
・ 計画の変更に当たって、所轄庁の承認を要さず、届
出のみで足りる軽微な変更事項（事業の種類、実施
地域、実施期間や、社会福祉充実計画に係る重要事
項以外のもの）
などの基本的事項を規定する。（詳細については通知
に記載）
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社会福祉法人制度改革の動向と「法人社協モデル定款」改正案について特　集　1

有
効
活
用
す
る
仕
組
み
を
構
築
し
な
け
れ
ば
な

ら
な
い
と
さ
れ
る
。

　

こ
の
「
社
会
福
祉
充
実
残
額
」
と
「
社
会
福

祉
充
実
計
画
」
の
課
題
に
つ
い
て
は
、「
社
会
福

祉
法
人
の
財
務
規
律
の
向
上
に
係
る
検
討
会
」

を
10
月
中
に
開
催
し
、
結
論
を
得
る
こ
と
と

な
っ
て
い
る
。

　
「
社
会
福
祉
充
実
残
額
」
で
は
、
再
投
下
可
能

な
財
産
を
明
確
化
す
る
際
に
控
除
さ
れ
る
「
事

業
継
続
に
必
要
な
財
産
」
と
し
て
、
①
社
会
福

祉
法
に
基
づ
く
事
業
に
活
用
し
て
い
る
不
動
産

等
（
使
途
が
限
定
さ
れ
て
い
る
寄
付
金
、
基
金

等
含
む
）、
②
再
生
産
に
必
要
な
財
産
、
③
必
要

な
運
転
資
金
の
3
つ
が
あ
る
。
施
設
等
を
経
営

す
る
社
会
福
祉
法
人
と
比
し
て
、
建
物
設
備
等

よ
り
も
各
種
基
金
、
積
立
等
の
財
産
を
多
く
保

有
し
、
精
算
払
い
（
事
業
終
了
後
の
入
金
）
に

な
る
補
助
事
業
・
委
託
事
業
を
実
施
す
る
こ
と

の
多
い
社
会
福
祉
協
議
会
と
し
て
は
、
寄
付
金
、

基
金
等
の
具
体
的
な
取
り
扱
い
や
、
控
除
対
象

の
計
算
に
加
え
ら
れ
る
事
業
未
収
金
相
当
額
の

考
え
方
等
に
つ
い
て
確
認
を
要
す
る
事
項
が
あ

り
、
検
討
会
の
協
議
結
果
に
注
視
す
る
必
要
が

あ
る
。

都
道
府
県
・
指
定
都
市
社
協
地
域
福

祉
推
進
担
当
部
・
課
長
会
議
の
開
催

　

本
会
で
は
、
去
る
8
月
24
日
、
社
会
福
祉
法

人
制
度
改
革
へ
の
適
切
な
対
応
に
向
け
、「
法

人
社
協
モ
デ
ル
定
款
」
改
正
案
（
以
下
、
本
モ

デ
ル
定
款
改
正
案
）
に
つ
い
て
説
明
す
る
と
と

も
に
、
ガ
バ
ナ
ン
ス
の
強
化
や
財
務
規
律
の
あ

り
方
、
社
会
福
祉
法
人
・
福
祉
施
設
と
の
協
働

の
推
進
等
に
関
し
て
協
議
す
る
こ
と
を
目
的
に

「
平
成
28
年
度
≪
第
2
回
≫
都
道
府
県
・
指
定

都
市
社
会
福
祉
協
議
会
地
域
福
祉
推
進
担
当

部
・
課
長
会
議
」
を
開
催
し
た
。

　

特
に
、
社
会
福
祉
法
人
改
革
の
施
行
に
向
け

て
、
各
法
人
の
定
款
変
更
に
つ
い
て
は
、
平
成

28
年
度
中
に
所
轄
庁
か
ら
変
更
認
可
を
得
る
必

要
が
あ
る
た
め
、
そ
の
準
備
を
早
め
に
行
う
必

要
が
あ
る
。

　

6
月
20
日
付
の
厚
生
労
働
省
事
務
連
絡
で

「
定
款
例
案
」
が
示
さ
れ
て
い
る
が
、
最
終
的
な

「
定
款
例
」
に
係
る
通
知
公
布
は
、
10
月
下
旬
か

ら
11
月
上
旬
を
目
途
と
さ
れ
て
い
る
と
こ
ろ
で

あ
り
、
今
後
の
準
備
の
時
間
を
考
慮
し
た
場
合
、

現
段
階
で
示
さ
れ
て
い
る
情
報
に
基
づ
き
、
あ

ら
か
じ
め
定
款
変
更
案
を
作
成
し
て
お
く
等
の

事
前
準
備
が
必
要
に
な
る
。

　

本
モ
デ
ル
定
款
改
正
案
に
つ
い
て
は
、
全
社

協
・
地
域
福
祉
推
進
委
員
会
に
「
社
会
福
祉
法

改
正
に
か
か
る
検
討
作
業
委
員
会
」
を
設
置
し
、

6
月
20
日
付
の
厚
生
労
働
省
事
務
連
絡
お
よ
び

定
款
例
案
等
を
踏
ま
え
検
討
を
行
っ
て
き
た
。

　

厚
生
労
働
省
か
ら
は
、
こ
れ
ま
で
「
社
会
福

祉
法
人
の
認
可
に
つ
い
て
」（
平
成
12
年
12
月
1

日
障
第
8
9
0
号
、
社
援
第
2
6
1
8
号
、
老

第
7
9
4
号
、
児
発
第
9
0
8
号
）
別
紙
2
の

社
会
福
祉
法
人
定
款
準
則
が
示
さ
れ
て
い
た
が
、

今
般
の
社
会
福
祉
法
人
制
度
改
革
で
は「
準
則
」

と
し
て
の
位
置
づ
け
か
ら
「
例
」
と
し
て
改
正

さ
れ
る
予
定
と
な
っ
て
い
る
。
こ
れ
は
、
定
款

は
法
令
の
規
定
に
適
合
す
る
限
り
法
人
が
自
由

に
定
め
ら
れ
る
こ
と
を
基
本
と
し
、
自
発
的
な

法
人
活
動
を
活
性
化
さ
せ
る
ね
ら
い
が
あ
る
と

考
え
ら
れ
る
。

　

本
モ
デ
ル
定
款
改
正
案
は
、
国
の
定
款
例
案

の
記
載
を
も
と
に
、
社
協
の
特
性
を
考
慮
し
て

作
成
し
た
も
の
で
あ
り
、
基
本
的
に
は
、
旧
モ

デ
ル
定
款
で
規
定
し
て
い
た
内
容
を
踏
襲
し
て

い
る
。
本
モ
デ
ル
定
款
改
正
案
は
あ
く
ま
で

「
モ
デ
ル
」
と
し
て
示
さ
れ
る
も
の
で
あ
り
、
各

法
人
の
判
断
に
よ
り
独
自
の
内
容
と
す
る
こ
と

を
妨
げ
る
も
の
で
は
な
い
。

　

ま
た
、
本
モ
デ
ル
定
款
改
正
案
の
基
本
と
な

る
国
の
定
款
例
に
つ
い
て
は
、
今
後
租
税
特
別

措
置
法
（
昭
和
32
年
法
律
第
26
号
）
第
40
条
の

特
例
（
公
益
法
人
等
に
財
産
を
寄
附
し
た
場
合

の
譲
渡
所
得
等
の
非
課
税
）
と
の
関
係
、
所
轄

庁
に
お
け
る
定
款
の
確
認
方
法
等
と
と
も
に
事

務
連
絡
と
し
て
10
月
上
旬
か
ら
11
月
上
旬
に
示

さ
れ
る
予
定
で
あ
る
。
本
モ
デ
ル
定
款
改
正
案

も
、
そ
れ
ら
の
動
向
に
応
じ
今
後
変
更
す
る
こ

と
が
あ
り
う
る
。

　

具
体
的
な
内
容
と
主
な
特
徴
等
に
つ
い
て
は

次
の
と
お
り
で
あ
る
が
、
全
文
お
よ
び
定
款
に

図表 2　（旧）社会福祉法人定款準則と法人社協モデル定款改正案の構成

（旧）社会福祉法人 
定款準則における 
必要的記載事項

法人社協モデル定款改正案

章立て 必要的記載事項
必要的記載以外
の事項

目的
名称
社会福祉事業の種類
事務所の所在地
役員に関する事項
会議に関する事項
資産に関する事項
会計に関する事項
評議員を置く場合には、
これに関する事項
公益事業を行う場合には、
その種類
収益事業を行う場合には、
その種類
解散に関する事項
定款の変更に関する事項
公告の方法

第 1 章

第 2 章
第 3 章
第 4 章
第 5 章
第 6 章
第 7 章
第 8 章
第 9 章

第 10章
第 11章
第 12章

目的
事業（社会福祉事業の種類含む）
名称

事務所の所在地

評議員及び評議員会に関する事項

役員の定数その他役員に関する事項
理事会に関する事項

会計監査人を置く場合には、これに
関する事項
資産に関する事項
会計に関する事項
公益事業を行う場合には、その種類
収益事業を行う場合には、その種類
解散に関する事項
定款の変更に関する事項
公告の方法

経営の原則

会員
部会及び委員会
事務局及び職員

 色文字：改正がある箇所



4

付
随
す
る
規
程
・
細
則
の
「
評
議
員
の
選
任
・
解

任
委
員
会
運
営
細
則
例（
案
）」「
評
議
員
の
報
酬

等
に
関
す
る
規
程
例（
案
）」「
評
議
員
の
費
用
弁

償
等
に
関
す
る
規
程
例（
案
）」「
役
員
等
の
報
酬

等
に
関
す
る
規
程
例（
案
）」等
に
つ
い
て
は
本
会

ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
「
社
協
の
杜
」
に
ア
ッ
プ
ロ
ー
ド

し
て
い
る（http://www.shakyo.or.jp/gyoum

u/

）。

「
法
人
社
協
モ
デ
ル
定
款
」

改
正
案
の
内
容
に
つ
い
て

●
事
業
の
記
載
（
第
2
条
）

≪
市
区
町
村
社
会
福
祉
協
議
会
≫

（
事
業
）

第
2
条
　�

こ
の
法
人
は
、
前
条
の
目
的
を
達

成
す
る
た
め
、
次
の
事
業
を
行
う
。

⑴
～
⒄
～
略
～

⒅
　
自
立
相
談
支
援
事
業

⒆
　
生
活
支
援
体
制
整
備
事
業

⒇
　�

そ
の
他
こ
の
法
人
の
目
的
達
成
の
た
め

必
要
な
事
業

　

社
協
以
外
の
社
会
福
祉
法
人
は
、
第
1
条
で
、

目
的
と
と
も
に
実
施
す
る
社
会
福
祉
事
業
を
記

載
し
て
い
る
が
、
社
協
の
場
合
、
第
1
条
は
目

的
の
み
と
し
、
第
2
条
に
実
施
す
る
事
業
を
記

載
す
る
こ
と
と
し
て
い
る
。

　

第
2
条
の
⑴
～
⑹
お
よ
び
⒇
は
必
須
と
し
て

記
載
す
る
事
項
で
あ
り
、
⑻
～
⒆
は
、［
定
款

例
］「
⑻
福
祉
関
係
各
法
に
基
づ
き
実
施
さ
れ
る

事
業
の
経
営
」
を
具
体
化
し
た
も
の
で
あ
る
。

　
「
⒅
自
立
相
談
支
援
事
業
」
は
、
生
活
困
窮
者

自
立
支
援
法
に
基
づ
く
事
業
、「
⒆
生
活
支
援

体
制
整
備
事
業
」
は
地
域
支
援
事
業
（
介
護
保

険
制
度
）
と
し
て
、
そ
れ
ぞ
れ
記
載
例
を
追
加

し
た
。

　

本
モ
デ
ル
定
款
改
正
案
で
は
、
社
会
福
祉
事

業
は
、
原
則
と
し
て
第
2
条
に
、
公
益
事
業
は

公
益
事
業
の
項
に
記
載
す
る
前
提
に
立
ち
つ
つ

も
、
社
会
福
祉
事
業
以
外
で
も
法
第
1
0
9
条

の
趣
旨
に
そ
っ
た
事
業
ま
た
は
社
会
福
祉
事
業

に
付
随
す
る
事
業
に
つ
い
て
は
、
第
2
条
に
記

載
す
る
形
を
と
っ
て
い
る
。

　

な
お
、
平
成
27
年
度
補
正
予
算
で
措
置
さ
れ
、

都
道
府
県
・
指
定
都
市
社
協
に
お
い
て
実
施
し

て
い
る
貸
付
事
業
に
つ
い
て
は
、
原
資
と
し
て

交
付
さ
れ
る
補
助
金
の
額
が
高
額
に
な
る
こ
と

や
、
貸
付
開
始
か
ら
償
還
免
除
確
定
ま
で
の
債

権
管
理
期
間
が
7
～
10
年
程
度
を
要
す
る
こ
と

が
想
定
さ
れ
る
こ
と
か
ら
、
定
款
に
記
載
す
る

必
要
が
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。

　

同
事
業
は
、
厚
生
労
働
省
の
Q
＆
A
に
よ
り
、

「
社
会
福
祉
法
第
2
条
第
2
項
第
7
号
に
規
定

す
る
生
計
困
難
者
に
対
し
て
無
利
子
又
は
低
利

で
資
金
を
融
通
す
る
事
業
」
に
は
該
当
せ
ず
、

公
益
を
目
的
と
す
る
事
業
で
あ
る
旨
が
示
さ
れ

て
お
り
、
原
則
と
し
て
、
公
益
事
業
の
章
に
記

載
す
る
こ
と
に
な
る
。

　

た
だ
し
、
社
協
に
お
け
る
事
業
記
載
の
基
本

的
な
考
え
方
に
立
ち
、
各
社
協
に
お
い
て
、
他

の
事
業
と
の
整
合
性
を
踏
ま
え
て
第
2
条
に
規

定
す
る
こ
と
も
考
え
ら
れ
る
。

　

定
款
に
記
載
す
る
各
事
業
の
取
り
扱
い
に
つ

い
て
は
、
各
社
協
に
お
い
て
こ
う
し
た
基
本
的

な
考
え
方
等
を
踏
ま
え
判
断
し
、
最
終
的
に
は

所
轄
庁
に
相
談
す
る
こ
と
が
必
要
に
な
る
。

●
経
営
の
原
則
（
第
4
条
第
2
項
）

（
経
営
の
原
則
）

第
4
条
　
～
略
～

2
　�

こ
の
法
人
は
、
住
民
や
福
祉
関
係
者
等

と
と
も
に
地
域
の
福
祉
課
題
・
生
活
課

題
の
解
決
に
取
り
組
み
、
支
援
を
必
要

と
す
る
者
に
無
料
又
は
低
額
な
料
金
で

福
祉
サ
ー
ビ
ス
を
積
極
的
に
提
供
す
る

も
の
と
す
る
。

　

定
款
例
案
の
第
4
条
第
2
項
は
、「
こ
の
法

人
は
、
地
域
社
会
に
貢
献
す
る
取
組
と
し
て
、

（
地
域
の
独
居
高
齢
者
、
子
育
て
世
帯
、
経
済
的

に
困
窮
す
る
者
等
）
を
支
援
す
る
た
め
、
無
料

又
は
低
額
な
料
金
で
福
祉
サ
ー
ビ
ス
を
積
極
的

に
提
供
す
る
も
の
と
す
る
」
と
な
っ
て
い
る
が
、

本
モ
デ
ル
定
款
改
正
案
で
は
、
社
協
の
使
命
、

特
性
を
踏
ま
え
た
表
現
と
し
て
い
る
。

● 

評
議
員
の
構
成
や
定
数
に
関
す
る
考
え
方

（
第
6
条
、
第
7
条
）

（
評
議
員
の
定
数
）

第
6
条
　�

こ
の
法
人
に
評
議
員
○
○
名
以
上

○
○
名
以
内
を
置
く
。

（
評
議
員
の
選
任
及
び
解
任
）

第
7
条
　�

こ
の
法
人
に
評
議
員
選
任
・
解
任

委
員
会
を
置
き
、
評
議
員
の
選
任

及
び
解
任
は
、
評
議
員
選
任
・
解

任
委
員
会
に
お
い
て
行
う
。

2
～
7
　
～
略
～

　

市
区
町
村
社
協
は
、
社
団
的
性
格
を
有
す
る

組
織
で
あ
り
、
各
方
面
の
幅
広
い
意
見
を
反
映

し
、
地
域
社
会
の
総
意
を
も
っ
て
そ
の
事
業
を

す
す
め
て
い
く
こ
と
が
で
き
る
よ
う
、
評
議
員

の
定
数
は
地
域
の
実
情
や
事
業
規
模
等
を
勘
案

し
、
適
切
な
数
と
す
る
必
要
が
あ
る
。

　

一
部
社
協
に
お
い
て
は
、
法
改
正
を
機
に
、

評
議
員
の
人
数
を
削
減
し
よ
う
と
す
る
動
き
も

み
ら
れ
る
が
、
合
併
等
に
よ
り
著
し
く
大
人
数

で
あ
る
場
合
等
の
特
別
な
事
情
が
な
く
、
単
に

効
率
性
の
み
を
求
め
て
評
議
員
の
員
数
を
削
減

す
る
こ
と
に
つ
い
て
は
、
問
題
が
あ
る
と
考
え

ら
れ
る
。

　

市
区
町
村
社
協
経
営
指
針
（
平
成
15
年
3
月

作
成
／
平
成
17
年
3
月
改
訂
）
で
は
、
評
議
員

の
選
出
規
程
を
制
定
す
る
こ
と
と
し
て
お
り
、

そ
の
構
成
に
つ
い
て
そ
の
考
え
方
を
示
し
て
い

る
。
こ
れ
ら
も
参
考
に
し
つ
つ
、
地
域
の
特
性

や
組
織
、
事
業
の
状
況
に
応
じ
て
選
出
規
程
に

お
い
て
選
出
区
分
を
定
め
る
こ
と
が
必
要
で
あ

り
、
そ
の
積
み
上
げ
が
評
議
員
の
定
数
に
な
る

も
の
で
あ
る
こ
と
か
ら
、
一
律
に
目
安
を
示
す

こ
と
は
適
当
で
は
な
い
と
判
断
し
て
い
る
。

●
評
議
員
会
の
議
決
事
項
（
第
11
条
）

　

評
議
員
会
の
権
限
に
つ
い
て
は
、
旧
モ
デ
ル

定
款
に
お
け
る
評
議
員
会
の
位
置
づ
け
を
継
承

し
、「
予
算
及
び
事
業
計
画
」、「
事
業
報
告
」、

「
予
算
外
の
新
た
な
義
務
の
負
担
又
は
権
利
の

放
棄
」
を
議
決
事
項
と
し
た
（
図
表
3
）。

　

既
述
の
通
り
社
協
は
、
社
団
的
な
性
格
を
も

つ
組
織
で
あ
り
、
各
方
面
の
幅
広
い
意
見
を
反

映
し
、
地
域
社
会
の
総
意
を
も
っ
て
そ
の
事
業

を
す
す
め
て
い
く
こ
と
が
必
要
と
の
考
え
方
に

立
つ
。
し
た
が
っ
て
、
評
議
員
会
に
よ
っ
て
法

人
運
営
を
「
事
後
的
に
監
督
す
る
」
だ
け
で
は

た
ら
ず
、
事
前
に
構
成
員
た
る
評
議
員
の
意
思
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を
法
人
運
営
に
も
反
映
す
る
こ
と
が
必
要
で
あ

り
、
本
モ
デ
ル
定
款
改
正
案
で
は
、
引
き
続
き

法
定
事
項
を
超
え
る
予
算
お
よ
び
事
業
計
画
の

承
認
等
を
第
11
条
の
決
議
事
項
と
し
て
加
え
て

い
る
。

●
決
議
の
省
略

　

改
正
社
会
福
祉
法
で
は
、
理
事
が
提
案
し
た

議
案
に
つ
い
て
、
評
議
員
全
員
が
書
面
ま
た
は

電
磁
的
記
録
に
よ
り
同
意
し
た
場
合
は
、
当
該

議
案
を
可
決
す
る
旨
の
決
議
が
あ
っ
た
も
の
と

み
な
す
こ
と
が
で
き
る
こ
と
が
規
定
さ
れ
て
お

り
、
こ
れ
を
決
議
の
省
略
と
い
う
。
評
議
員
会

の
す
べ
て
の
議
案
に
つ
い
て
、
決
議
の
省
略
が

行
わ
れ
た
場
合
は
、
そ
の
時
に
当
該
評
議
員
会

が
終
結
し
た
も
の
と
み
な
さ
れ
る
。
評
議
員
会

の
決
議
の
省
略
に
つ
い
て
は
、
法
に
規
定
さ
れ

て
い
る
た
め
定
款
に
定
め
な
く
て
も
行
う
こ
と

が
で
き
る
。
一
方
、
理
事
会
の
決
議
の
省
略
を

行
う
に
は
、
あ
ら
か
じ
め
定
款
の
定
め
が
必
要

と
さ
れ
る
。
こ
れ
は
「
理
事
会
に
よ
る
意
思
決

定
に
お
け
る
最
も
重
要
な
要
素
で
あ
る
討
議
を

省
略
す
る
と
い
う
理
事
会
制
度
の
重
大
な
例
外

を
認
め
る
も
の
だ
か
ら
」（
6
月
20
日
付
厚
労
省

事
務
連
絡
）
で
あ
る
。

● 

代
表
権
を
有
す
る
事
業
担
当
理
事（
第
16
条
）

　

法
人
社
協
モ
デ
ル
定
款
で
は
社
会
福
祉
法
上

の
理
事
長
に
あ
た
る
も
の
と
し
て
社
協
の
「
会

長
」
を
位
置
づ
け
、
さ
ら
に
、
常
務
理
事
を
業

務
執
行
理
事
と
す
る
構
成
と
し
て
い
る
。
こ
れ

は
、
社
会
福
祉
法
改
正
に
よ
り
、
法
人
の
代
表

権
は
理
事
長
（
会
長
）
の
み
が
有
す
る
こ
と
と

な
っ
た
た
め
で
あ
り
、
旧
モ
デ
ル
定
款
に
規
定

し
て
い
た
代
表
権
を
有
す
る
事
業
担
当
理
事
に

つ
い
て
は
記
載
を
削
除
し
た
。

　

業
務
執
行
理
事
を
複
数
置
く
こ
と
、
あ
る
い

は
置
か
な
い
こ
と
も
可
能
で
あ
る
。

評
議
員
の
確
保
支
援
と
施
設
等
経
営

法
人
と
の
連
携
強
化
等
に
つ
い
て

　

平
成
29
年
4
月
1
日
よ
り
、
す
べ
て
の
社
会

福
祉
法
人
に
お
い
て
評
議
員
会
を
設
置
す
る
こ

と
が
義
務
づ
け
ら
れ
た
こ
と
に
と
も
な
い
、
本

会
事
務
連
絡
「
社
会
福
祉
法
人
に
対
す
る
評
議

員
の
確
保
支
援
に
つ
い
て
」（
7
月
4
日
付
全
社

地
発
第
1
8
4
号
）
を
都
道
府
県
・
指
定
都
市

社
会
福
祉
協
議
会
事
務
局
長
あ
て
に
送
付
し
た
。

特
に
小
規
模
な
法
人
な
ど
で
は
、
評
議
員
の
候

補
者
と
な
り
う
る
地
域
の
人
材
の
情
報
を
得
る

こ
と
が
難
し
い
状
況
も
あ
る
こ
と
か
ら
、
地
域

の
住
民
や
福
祉
関
係
者
の
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
を
有

す
る
社
協
の
支
援
が
期
待
さ
れ
て
い
る
と
こ
ろ

で
あ
り
、
引
き
続
き
、
地
域
の
社
会
福
祉
法
人

か
ら
相
談
が
あ
っ
た
場
合
に
は
、
可
能
な
ご
対

応
を
い
た
だ
き
た
い
。

　

な
お
、
本
会
で
は
こ
れ
か
ら
社
会
福
祉
法
人

の
評
議
員
に
な
る
方
に
向
け
て
、
社
会
福
祉
法

人
制
度
の
概
要
や
評
議
員
の
役
割
に
つ
い
て
解

説
し
た
パ
ン
フ
レ
ッ
ト
「
社
会
福
祉
法
人
制
度

の
概
要
と
評
議
員
の
役
割
～
地
域
に
根
ざ
し
た

社
会
福
祉
法
人
の
運
営
に
む
け
て
～
」
を
作
成

し
た
（
15
頁
の
「
イ
ン
フ
ォ
メ
ー
シ
ョ
ン
」
に

て
関
連
記
事
掲
載
）。

　

ま
た
、
今
後
、
社
会
福
祉
法
人
の
評
議
員
を

含
め
た
役
員
等
の
責
任
が
明
確
化
さ
れ
、
役
員

等
を
対
象
と
し
た
不
服
申
し
立
て
、
訴
訟
の
発

生
が
予
測
さ
れ
る
が
、
そ
の
よ
う
な
リ
ス
ク
に

対
す
る
補
償
と
し
て
福
祉
保
険
サ
ー
ビ
ス
「
社

協
の
保
険
」
の
中
に
「
役
員
賠
償
補
償
」
が
新

設
さ
れ
て
い
る
。

　

い
ず
れ
も
、
こ
れ
か
ら
の
改
正
社
会
福
祉
法

の
施
行
に
向
け
た
対
応
の
一
助
と
し
て
、
必
要

に
応
じ
て
有
効
活
用
い
た
だ
き
た
い
。

　

社
会
福
祉
協
議
会
の
場
合
、
多
様
な
関
係
団

体
等
に
よ
り
構
成
さ
れ
た
社
団
的
性
格
を
帯
び

た
組
織
と
し
て
、
地
域
福
祉
の
推
進
を
図
る
活

動
を
行
う
特
性
を
も
つ
。
既
述
の
評
議
員
確
保

支
援
策
等
へ
の
積
極
的
な
取
り
組
み
と
と
も
に
、

こ
れ
ま
で
以
上
に
同
じ
社
会
福
祉
法
人
で
あ
る

施
設
等
を
経
営
す
る
関
係
者
と
も
連
携
強
化
を

図
り
な
が
ら
、「
公
益
性
・
非
営
利
性
の
徹
底
」

「
国
民
に
対
す
る
説
明
責
任
」「
地
域
社
会
へ
の

貢
献
」
を
果
た
し
て
い
く
こ
と
が
求
め
ら
れ
る
。

　

今
般
の
社
会
福
祉
法
人
制
度
改
革
を
社
協
の

組
織
体
制
の
見
直
し
に
よ
る
基
盤
強
化
を
図
り
、

地
域
の
幅
広
い
関
係
者
と
一
丸
と
な
り
地
域
福

祉
の
発
展
に
つ
な
げ
る
契
機
と
す
る
べ
く
、
今

後
の
準
備
を
す
す
め
て
い
た
だ
き
た
い
。

図表 3　評議員会・理事会について

理事会（必置） 評議員会（必置）

位置付け 業務執行の決定機関

○ 以下の職務を行う。（法第 45条の 13第
2項）
　・ 社会福祉法人の業務執行の決定
　・ 理事の職務の執行の監督
　・理事長の選定及び解職

運営に係る重要事項の議決機関

○ 社会福祉法に規定する事項及
び定款で定めた事項に限り、
決議することができる。（法
第 45条の 8第 2項）

決議事項 ・ 理事長及び業務執行理事の選定及び解職
・ 評議員会の日時及び場所並びに議題・議
案の決定
・ 重要な財産の処分及び譲受け
・ 多額の借財
・ 重要な役割を担う職員の選任及び解任
・ 従たる事務所その他の重要な組織の設
置、変更及び廃止
・ コンプライアンス（法令遵守等）の体制
の整備
　※一定規模以上の法人のみ
・ 計算書類及び事業報告等の承認
・ その他の重要な業務執行の決定　等

・ 理事・監事・会計監査人の選
任及び解任
・ 理事等の責任の免除（一部・
全部）
・ 理事・監事の報酬等の決議
・ 役員報酬等基準の承認
・ 計算書類の承認
・ 定款の変更
・ 解散の決議
・ 合併の承認
・ 社会福祉充実計画の承認

法人社協モデル定款改正案における追加決議事項
○ 予算及び事業計画の承認
○ 計算書類（貸借対照表及び収支計算書） 
及び事業報告の承認
○ 予算外の新たな義務の負担又は権利の放棄
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地
域
の
概
況

　

中
央
市
は
、
山
梨
県
の
中
央
南
部
に
位
置
す

る
2
町
1
村
が
10
年
前
に
合
併
し
て
で
き
た
、

面
積
31
・
7
㎢
ほ
ど
の
小
さ
な
市
で
あ
る
。
人

口
約
3
万
1
千
人
、
高
齢
化
率
22
・
3
％
の
比

較
的
若
い
ま
ち
で
あ
る
が
、
団
塊
世
代
の
人
口

割
合
が
高
い
本
市
は
、
今
ま
で
以
上
に
高
齢
化

が
す
す
ん
で
い
く
こ
と
が
見
込
ま
れ
て
い
る
。

本
市
で
は
、
平
成
27
年
4
月
か
ら
第
1
層
の
生

活
支
援
コ
ー
デ
ィ
ネ
ー
タ
ー
1
名
を
社
協
に
配

置
し
、
総
合
事
業
へ
の
移
行
も
同
時
に
ス
タ
ー

ト
し
た
が
、
地
域
支
援
事
業
の
実
施
に
あ
た
っ

て
は
、
平
成
26
年
度
か
ら
す
す
め
て
き
た
行
政

と
社
協
の
協
働
に
よ
る
地
域
包
括
ケ
ア
の
取
り

組
み
が
重
要
な
背
景
と
な
っ
て
い
る
。

行
政
と
の
連
絡
会
を
き
っ
か
け
に

地
域
の
問
題
を
共
有

　

団
塊
世
代
の
高
齢
化
が
進
行
す
る
中
、
中
央

市
で
は
、
こ
こ
数
年
、
認
知
症
に
関
す
る
相
談

も
数
多
く
寄
せ
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
て
き
た
。

こ
う
し
た
状
況
を
踏
ま
え
、
行
政
と
社
協
が
そ

れ
ぞ
れ
の
立
場
で
で
き
る
こ
と
を
協
議
す
る
た

め
、
平
成
26
年
5
月
、
行
政
の
高
齢
介
護
課
、

直
営
地
域
包
括
支
援
セ
ン
タ
ー
の
全
職
員
と
社

協
職
員
が
参
加
す
る
連
絡
会
が
立
ち
上
が
っ
た
。

　

連
絡
会
で
は
、「
認
知
症
の
人
を
地
域
で
見

守
る
た
め
に
」
と
い
う
テ
ー
マ
で
勉
強
を
重
ね
、

そ
こ
で
集
約
さ
れ
た
課
題
に
対
応
す
る
新
た
な

取
り
組
み
と
し
て
、
社
協
で
は
、
行
政
と
協
力

し
な
が
ら
、
認
知
症
に
対
す
る
正
し
い
理
解
を

広
め
る
た
め
の
認
知
症
サ
ポ
ー
タ
ー
養
成
講
座
、

高
齢
者
の
移
動
の
問
題
を
解
決
す
る
た
め
の
ボ

ラ
ン
テ
ィ
ア
・
移
動
お
出
か
け
サ
ー
ビ
ス
、
主

に
男
性
の
生
き
が
い
づ
く
り
を
目
的
と
し
た

「
畑
楽
人
（
は
た
ら
く
ひ
と
）」
と
い
う
農
事
サ

ロ
ン
な
ど
の
立
ち
上
げ
を
す
す
め
た
。

　

こ
の
連
絡
会
に
よ
り
、
行
政
と
社
協
の
垣
根

を
越
え
た
協
働
の
強
化
が
図
ら
れ
た
こ
と
の
意

義
は
大
き
く
、
市
に
お
け
る
問
題
点
や
取
り
組

み
の
共
有
に
つ
な
が
っ
た
。

ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
コ
ー
デ
ィ
ネ
ー
タ
ー
の

経
験
を
活
か
す

　

そ
う
し
た
な
か
、
高
齢
者
の
生
活
支
援
・
介

護
予
防
の
基
盤
整
備
に
向
け
て
市
内
に
配
置
さ

れ
る
生
活
支
援
コ
ー
デ
ィ
ネ
ー
タ
ー
を
、
社
協

が
受
託
す
る
こ
と
と
な
っ
た
。
そ
の
人
選
に
つ

い
て
は
、
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
コ
ー
デ
ィ
ネ
ー
タ
ー

と
し
て
各
種
団
体
の
事
務
局
経
験
も
あ
り
、

日
々
住
民
と
関
わ
り
合
い
な
が
ら
、
住
民
同
士

の
支
え
合
い
の
仕
組
み
等
も
つ
く
り
出
し
た
実

績
の
あ
る
社
協
職
員
が
妥
当
で
は
な
い
か
と
い

う
意
見
が
大
半
を
占
め
、
そ
れ
を
受
け
て
平
成

27
年
4
月
よ
り
配
置
さ
れ
た
。
社
協
で
は
、
地

域
福
祉
と
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
セ
ン
タ
ー
担
当
が
ひ

と
つ
の
課
で
連
携
し
な
が
ら
動
い
て
お
り
、
当

該
職
員
が
生
活
支
援
コ
ー
デ
ィ
ネ
ー
タ
ー
と

な
っ
た
後
も
配
属
の
変
更
は
な
い
。
具
体
的
な

業
務
に
つ
い
て
も
、
行
政
と
協
議
し
、
有
償
在

宅
福
祉
サ
ー
ビ
ス
の
立
ち
上
げ
や
調
整
、
各
自

治
会
に
出
向
い
て
の
支
え
合
い
活
動
の
啓
発
、

個
別
ケ
ー
ス
へ
の
対
応
な
ど
、
こ
れ
ま
で
の
社

協
の
取
り
組
み
を
さ
ら
に
推
進
す
る
方
向
で
業

務
を
行
っ
て
い
る
。

協
議
体
を
中
心
に

さ
ま
ざ
ま
な
助
け
合
い
活
動
を
創
出

　

中
央
市
で
は
、
市
全
域
を
対
象
と
し
て
第
1

層
の
協
議
体
に
あ
た
る
組
織
を
設
置
し
て
い
る
。

現
段
階
で
は
行
政
が
中
心
と
な
っ
て
す
す
め
て

い
る
が
、
社
協
も
共
催
と
い
う
立
場
で
関
わ
っ

て
お
り
、
老
人
ク
ラ
ブ
、
地
域
サ
ロ
ン
、
ち
ょ

び
っ
と
お
助
け
隊
な
ど
に
関
わ
る
住
民
代
表
、

居
宅
介
護
支
援
事
業
所
、
自
治
会
長
、
民
生
委

員
・
児
童
委
員
、
行
政
高
齢
者
福
祉
担
当
職
員
、

地
域
包
括
支
援
セ
ン
タ
ー
、
社
協
職
員
が
参
画

特　集　2

新
し
い
地
域
支
援
事
業
を

通
し
て
地
域
づ
く
り
を 

推
進
す
る
た
め
に

― 

生
活
支
援
コ
ー
デ
ィ
ネ
ー
タ
ー
、
協
議
体
の 

取
り
組
み

　
平
成
27
年
4
月
に
新
し
い
地
域
支
援
事
業
が
ス
タ
ー
ト
し
、
1
年
半
が
経
過
し
た
。
生
活
支

援
体
制
整
備
事
業
に
よ
る
生
活
支
援
コ
ー
デ
ィ
ネ
ー
タ
ー
の
配
置
、
協
議
体
の
設
置
も
各
地
で

す
す
み
、
社
協
が
受
託
す
る
地
域
も
広
が
っ
て
い
る
。
今
号
で
は
、
生
活
支
援
体
制
整
備
事
業

を
中
心
に
、
社
協
に
お
け
る
新
し
い
地
域
支
援
事
業
へ
の
取
り
組
み
に
つ
い
て
、
事
例
紹
介
と

と
も
に
ポ
イ
ン
ト
を
解
説
す
る
。

事　例　1

直
営
地
域
包
括
支
援
セ
ン
タ
ー
と
協
働
し
て
生
活
支
援
体
制

整
備
事
業
を
実
施 

山
梨
県
・
中
央
市
社
会
福
祉
協
議
会
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し
て
い
る
。
協
議
体
で
は
、
地
域
の
課
題
や
不

足
し
て
い
る
活
動
・
サ
ー
ビ
ス
に
つ
い
て
話
し

合
っ
た
り
、
地
域
サ
ロ
ン
の
立
ち
上
げ
や
運
営

の
工
夫
、
成
功
例
を
学
び
合
う
取
り
組
み
を

行
っ
て
お
り
、
こ
の
11
月
に
は
協
議
体
と
地
域

包
括
支
援
セ
ン
タ
ー
と
共
催
で
、
市
民
を
対
象

に
ま
ち
づ
く
り
を
考
え
る
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
の
開

催
も
予
定
し
て
い
る
。

　

ち
な
み
に
、
ち
ょ
び
っ
と
お
助
け
隊
と
は
、

地
区
単
位
の
老
人
ク
ラ
ブ
内
で
の
支
え
合
い
活

動
で
、
簡
単
な
照
明
器
具
の
交
換
や
庭
木
の
水

や
り
、
入
院
等
で
留
守
に
な
っ
た
時
の
ペ
ッ
ト

の
散
歩
や
え
さ
や
り
等
、
日
常
の
ち
ょ
っ
と
し

た
困
り
ご
と
の
お
手
伝
い
を
し
て
い
る
。

多
様
な
住
民
に
活
躍
の
場
を
つ
く
る

　

住
民
主
体
の
活
動
に
つ
い
て
は
、
社
協
で
は
、

と
く
に
地
域
サ
ロ
ン
に
力
を
入
れ
、
全
地
区
立

ち
上
げ
を
目
標
に
調
査
お
よ
び
立
ち
上
げ
支
援

を
す
す
め
て
い
る
。
現
在
で
は
、
参
加
者
が
歩

い
て
い
け
る
距
離
の
公
民
館
な
ど
を
会
場
に

徐
々
に
立
ち
上
が
り
始
め
、
な
か
に
は
、
参
加

者
で
あ
る
聴
覚
障
害
の
方
に
講
師
に
な
っ
て
い

た
だ
き
、
ミ
ニ
手
話
教
室
な
ど
の
開
催
や
、
災

害
時
に
備
え
、
日
頃
か
ら
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ

ン
が
と
れ
る
よ
う
住
民
同
士
の
交
流
に
取
り
組

ん
で
い
る
地
区
も
あ
る
。

　

地
域
に
は
、
多
様
な
人
々
が
暮
ら
し
て
お
り
、

な
か
に
は
ヨ
ガ
や
絵
手
紙
、
手
芸
や
レ
ク
リ

エ
ー
シ
ョ
ン
な
ど
多
彩
な
才
能
や
技
術
を
お
も

ち
の
方
が
い
る
。
あ
る
時
は
受
講
生
だ
っ
た
方

が
あ
る
時
は
講
師
に
な
る
な
ど
、
小
さ
な
市
だ

か
ら
こ
そ
で
き
る
ロ
ー
カ
ル
な
取
り
組
み
を
大

事
に
し
な
が
ら
、
中
央
市
を
ひ
と
つ
の
生
命
体

と
と
ら
え
、
地
域
づ
く
り
と
い
う
社
協
本
来
の

使
命
を
果
た
し
て
い
き
た
い
。

地
域
の
概
要

　

松
江
市
に
は
29
地
区
に
地
区
社
協
が
あ
り
、

公
民
館
に
そ
の
事
務
局
が
置
か
れ
て
い
る
。
地

域
包
括
支
援
セ
ン
タ
ー
は
6
か
所
あ
り
、
い
ず

れ
も
市
社
協
が
受
託
し
て
い
る
。
市
社
協
の
地

域
福
祉
課
に
は
6
名
の
地
区
担
当
職
員
を
配
置

し
、
地
域
包
括
支
援
セ
ン
タ
ー
の
エ
リ
ア
に
合

わ
せ
た
担
当
制
を
敷
い
て
い
る
。

　

平
成
27
年
度
か
ら
第
1
層
の
生
活
支
援
コ
ー

デ
ィ
ネ
ー
タ
ー
を
1
名
配
置
し
、
平
成
28
年
度

に
は
第
2
層
生
活
支
援
コ
ー
デ
ィ
ネ
ー
タ
ー
と

し
て
1
名
追
加
配
置
し
た
。
2
名
の
生
活
支
援

コ
ー
デ
ィ
ネ
ー
タ
ー
は
市
社
協
が
受
託
し
、
地

域
福
祉
課
と
地
域
包
括
支
援
セ
ン
タ
ー
の
両
課

の
併
任
辞
令
と
な
っ
て
い
る
。

　

第
1
層
の
協
議
体
に
つ
い
て
は
行
政
が
直
接

実
施
し
て
お
り
、
地
区
社
協
、
民
生
委
員
・
児

童
委
員
、
福
祉
推
進
員
、
ケ
ア
マ
ネ
ジ
ャ
ー
、

介
護
事
業
所
、
企
業
な
ど
15
名
に
よ
っ
て
構
成

し
て
い
る
。

地
域
の
プ
ロ
は
そ
こ
に
住
む
住
民

　

生
活
支
援
コ
ー
デ
ィ
ネ
ー
タ
ー
に
配
属
さ
れ

た
職
員
は
、
当
初
は
い
っ
た
い
何
を
す
れ
ば
よ

い
の
か
わ
か
ら
な
か
っ
た
。
松
江
市
は
平
成
29

年
4
月
に
総
合
事
業
に
移
行
す
る
た
め
、
そ
の

円
滑
な
事
業
実
施
の
キ
ー
マ
ン
と
な
る
生
活
支

援
コ
ー
デ
ィ
ネ
ー
タ
ー
と
し
て
焦
り
を
感
じ
て

い
た
。
じ
っ
と
し
て
い
て
も
、
電
話
一
本
か

か
っ
て
こ
な
い
。
何
か
し
な
け
れ
ば
と
思
い
、

ま
ず
は
地
域
の
ワ
ー
ク
シ
ョ
ッ
プ
を
仕
掛
け
る

こ
と
に
し
た
。

　

ワ
ー
ク
シ
ョ
ッ
プ
を
実
施
す
る
に
あ
た
っ
て

は
、
生
活
支
援
コ
ー
デ
ィ
ネ
ー
タ
ー
が
地
区
担

当
職
員
と
地
域
包
括
支
援
セ
ン
タ
ー
の
職
員
と

協
力
し
、
地
区
社
協
に
声
か
け
を
行
っ
た
。
主

に
福
祉
推
進
員
、
民
生
委
員
・
児
童
委
員
、
町

内
会
自
治
会
を
対
象
に
、「
地
域
の
宝
探
し
」
と

題
し
て「
お
知
恵
拝
借
シ
ー
ト
」を
使
っ
た
ワ
ー

ク
シ
ョ
ッ
プ
を
実
施
。
こ
れ
に
よ
り
地
域
の
さ

ま
ざ
ま
な
資
源
の
ほ
か
、
住
民
が
本
当
に
望
む

こ
と
は
何
か
を
聞
く
こ
と
が
で
き
た
。
日
ご
ろ

地
域
に
関
わ
る
職
員
も
知
ら
な
か
っ
た
情
報
や
、

住
民
の「
想
い
」を
聞
く
こ
と
が
で
き
た
が
、
次

に
、
こ
う
し
て
得
た
膨
大
な
情
報
を
ど
の
よ
う

に
ま
と
め
て
い
く
か
が
、
生
活
支
援
コ
ー
デ
ィ

ネ
ー
タ
ー
と
し
て
の
課
題
と
な
っ
た
。

情
報
の
見
え
る
化

　

住
民
が
ワ
ー
ク
シ
ョ
ッ
プ
で
出
し
合
っ
た
情

報
を
、
地
域
の
資
源
と
し
て
誰
も
が
利
用
し
や

す
い
よ
う
に
見
え
る
化
す
る
取
り
組
み
の
ひ
と

つ
が
、
平
成
21
年
か
ら
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
で
公
開

し
て
い
る
「
高
齢
者
お
役
立
ち
情
報
」
で
あ
る
。

配
達
可
能
な
商
店
や
地
域
の
サ
ロ
ン
活
動
な
ど
、

さ
ま
ざ
ま
な
情
報
を
地
区
別
に
検
索
で
き
る
も

の
で
、
地
域
の
ワ
ー
ク
シ
ョ
ッ
プ
で
住
民
か
ら

得
た
情
報
も
順
次
追
加
し
て
い
る
。

　

ま
た
、
地
域
ア
セ
ス
メ
ン
ト
と
し
て
、
ワ
ー

ク
シ
ョ
ッ
プ
の
結
果
や
、
さ
ま
ざ
ま
な
統
計
情

報
・
小
地
域
の
地
域
福
祉
活
動
計
画
・
地
図
を

事　例　2

住
民
の
ワ
ー
ク
シ
ョ
ッ
プ
を
通
し
て
地
域
の
課
題
や
資
源
を

見
え
る
化 

島
根
県
・
松
江
市
社
会
福
祉
協
議
会

ちょびっとお助け隊の庭掃除のお手伝い
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用
い
て
、
市
社
協
地
区
担
当
、
地
域
包
括
支
援

セ
ン
タ
ー
と
検
討
会
を
行
い
、
こ
こ
か
ら
見
え

た
課
題
を
、
地
区
社
協
な
ど
の
関
係
者
と
共
有

し
て
い
る
。
そ
の
際
は
「
地
域
の
課
題
見
立
て

と
手
立
て
検
討
シ
ー
ト
」
を
作
成
し
、
客
観
的

な
事
実
と
し
て
提
供
で
き
る
工
夫
を
し
て
い
る
。

情
報
の
見
え
る
化
は
、
プ
レ
ゼ
ン
テ
ー
シ
ョ
ン

に
説
得
力
を
も
た
せ
る
と
と
も
に
、
行
政
に
対

し
て
事
業
の
必
要
性
や
効
果
を
訴
え
る
う
え
で

と
て
も
重
要
な
こ
と
だ
と
考
え
て
い
る
。

少
し
ず
つ
見
え
て
き
た
変
化

　

こ
れ
ま
で
約
1
2
0
回
に
わ
た
り
、
地
区
社

協
の
ほ
か
、
町
内
会
自
治
会
、
高
齢
者
ク
ラ
ブ
、

民
生
委
員
・
児
童
委
員
な
ど
、
さ
ま
ざ
ま
な
集

ま
り
に
出
向
い
て
き
た
。
総
合
事
業
へ
の
関
心

は
高
い
が
、「
要
支
援
者
切
り
捨
て
」
と
受
け
止

め
て
い
る
方
も
多
く
、
そ
れ
に
対
す
る
不
満
も

聞
く
。
総
合
事
業
は
地
域
の
特
性
に
応
じ
、
多

様
で
き
め
細
か
い
サ
ー
ビ
ス
を
つ
く
る
チ
ャ
ン

ス
で
も
あ
る
。
こ
れ
ま
で
地
域
で
積
み
上
げ
て

き
た
住
民
主
体
の
活
動
が
、
や
っ
と
脚
光
を
浴

び
た
と
言
う
こ
と
も
で
き
る
。
こ
の
こ
と
を
、

生
活
支
援
コ
ー
デ
ィ
ネ
ー
タ
ー
自
身
が
本
気
で

信
じ
て
い
る
か
と
い
う
こ
と
が
、
そ
の
先
の
展

開
を
左
右
す
る
と
思
う
。

　

松
江
市
で
は
住
民
の
意
識
が
高
く
、
自
主
的

に
協
議
体
づ
く
り
を
始
め
る
地
区
が
出
て
き
た
。

ま
た
住
民
主
体
の
生
活
支
援
グ
ル
ー
プ
の
動
き

も
始
ま
っ
た
。
さ
ら
に
地
域
内
の
資
源
情
報
を

住
民
が
調
査
し
、
パ
ン
フ
レ
ッ
ト
に
し
て
関
係

者
や
全
戸
に
配
布
す
る
地
区
も
出
て
き
た
。
市

で
は
現
在
、「
訪
問
型
サ
ー
ビ
ス
B
」
と
「
通
所

型
サ
ー
ビ
ス
B
」
の
実
施
に
向
け
て
補
助
要
綱

の
検
討
を
す
す
め
て
お
り
、
今
後
、
住
民
の
活

動
へ
の
活
用
が
期
待
さ
れ
る
。

ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
づ
く
り
と
こ
れ
か
ら

　

市
社
協
で
は
生
活
支
援
の
体
制
整
備
を
す
す

め
て
い
く
た
め
、
今
後
、
さ
ら
に
幅
広
い
関
係

者
の
協
力
を
得
て
、
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
を
つ
く
っ

て
い
き
た
い
と
考
え
て
い
る
。
そ
の
ひ
と
つ
と

し
て
、
今
秋
を
め
ど
に
市
内
62
の
社
会
福
祉
法

人
に
声
を
か
け
、
社
会
福
祉
法
人
連
絡
会
を
設

立
す
る
。
社
会
福
祉
法
人
の
地
域
公
益
活
動
と

関
連
づ
け
な
が
ら
、
具
体
的
な
活
動
を
協
議
し

て
い
く
こ
と
に
し
て
い
る
。

　

ま
た
生
活
課
題
が
多
様
化
し
、
福
祉
分
野
だ

け
で
は
解
決
し
難
い
課
題
も
あ
る
。
地
域
資
源

調
査
を
通
じ
て
、
い
く
つ
か
の
企
業
と
関
係
が

で
き
た
の
で
、
こ
れ
ら
の
企
業
の
力
を
活
か
す

た
め
、
ソ
ー
シ
ャ
ル
ビ
ジ
ネ
ス
情
報
交
換
会
を

立
ち
上
げ
、
福
祉
分
野
以
外
と
の
連
携
も
図
っ

て
い
く
予
定
で
あ
る
。

　

第
2
層
協
議
体
は
今
後
立
ち
上
げ
て
い
く
が
、

そ
の
際
は
多
様
な
方
に
参
画
い
た
だ
き
な
が
ら
、

高
齢
者
に
限
ら
ず
誰
も
が
安
心
し
て
暮
ら
せ
る

ま
ち
づ
く
り
を
す
す
め
て
い
き
た
い
。

ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
に
と
ら
わ
れ
ず
、

住
民
と
と
も
に
「
地
域
づ
く
り
」
を

す
す
め
る

　

新
し
い
地
域
支
援
事
業
の
特
徴
は
、
そ
れ
ぞ

れ
の
地
域
に
と
っ
て
必
要
な
事
業
を
、
行
政
や

専
門
職
と
住
民
が
と
も
に
考
え
、
つ
く
り
出
し

て
い
く
こ
と
が
求
め
ら
れ
て
い
る
点
で
あ
る
。

し
た
が
っ
て
社
協
と
し
て
も
、「
行
政
が
方
針

を
示
し
て
く
れ
な
い
か
ら
動
け
な
い
」
と
い
う

こ
と
で
は
な
く
、
日
頃
把
握
し
て
い
る
地
域
の

生
活
課
題
、
住
民
の
地
域
福
祉
活
動
の
実
態
を

踏
ま
え
て
、
地
域
支
援
事
業
の
展
開
に
つ
い
て

社
協
の
立
場
か
ら
積
極
的
に
提
案
し
て
い
く
こ

と
が
必
要
で
あ
る
。

　

ま
た
、
そ
の
際
、
国
が
示
し
た
ガ
イ
ド
ラ
イ

ン
に
そ
っ
た
「
サ
ー
ビ
ス
」
づ
く
り
に
と
ら
わ

れ
す
ぎ
な
い
こ
と
が
重
要
で
あ
る
。
今
回
報
告

い
た
だ
い
た
事
例
を
見
て
も
、
生
活
支
援
コ
ー

デ
ィ
ネ
ー
タ
ー
の
活
動
は
、
小
地
域
で
の
住
民

ワ
ー
ク
シ
ョ
ッ
プ
や
サ
ロ
ン
づ
く
り
、
住
民
参

加
型
の
在
宅
福
祉
サ
ー
ビ
ス
の
立
ち
上
げ
支
援

な
ど
、
こ
れ
ま
で
社
協
が
取
り
組
ん
で
き
た
内

容
が
基
本
と
な
っ
て
い
る
。
改
め
て
地
域
の
課

題
に
つ
い
て
住
民
と
話
し
合
い
、
地
域
に
と
っ

て
本
当
に
必
要
な
も
の
を
一
緒
に
考
え
、
制
度

も
活
用
し
な
が
ら
、
既
存
の
活
動
を
活
性
化
し

た
り
、
新
た
に
創
出
し
て
い
く
こ
と
が
重
要
で

あ
る
。

取
り
組
み
の
ポ
イ
ン
ト

❶
協
議
体
の
設
置

　

協
議
体
に
つ
い
て
は
、
要
綱
を
形
成
す
る
と

こ
ろ
か
ら
ス
タ
ー
ト
し
が
ち
で
あ
る
が
、
ま
ず

は
助
け
合
い
活
動
団
体
や
住
民
が
参
加
す
る
学

習
会
や
交
流
会
を
開
き
、
実
質
的
な
協
議
が
で

き
る
組
織
を
つ
く
っ
て
い
く
こ
と
が
と
て
も
重

要
で
あ
る
。
例
え
ば
各
団
体
の
代
表
者
に
よ
る

協
議
体
の
下
に
実
働
の
た
め
の
ワ
ー
キ
ン
グ
グ

ル
ー
プ
を
つ
く
っ
た
り
、
地
域
で
行
わ
れ
て
い

る
さ
ま
ざ
ま
な
住
民
の
協
議
の
場
（
例
：
見
守

り
支
援
活
動
者
の
連
絡
会
、
サ
ロ
ン
活
動
者
の

交
流
会
、
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
団
体
の
連
絡
会
、
地

区
社
協
等
）
に
生
活
支
援
コ
ー
デ
ィ
ネ
ー
タ
ー

ま
　
と
　
め

地域でのワークショップの様子
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が
出
向
い
て
、
そ
こ
を
協
議
体
の
サ
ブ
会
議
や

作
業
部
会
の
よ
う
に
位
置
づ
け
る
等
、
多
様
な

協
議
の
場
を
展
開
し
て
い
く
こ
と
が
考
え
ら
れ

る
。

❷
生
活
支
援
コ
ー
デ
ィ
ネ
ー
タ
ー
の
配
置

　

平
成
27
年
度
に
日
本
能
率
協
会
総
合
研
究
所

が
実
施
し
た
調※
査
に
よ
れ
ば
、
調
査
対
象
と

な
っ
た
自
治
体
数
が
少
な
い
も
の
の
、
生
活
支

援
コ
ー
デ
ィ
ネ
ー
タ
ー
の
受
託
に
つ
い
て
は
、

第
1
層
、
第
2
層
と
も
に
社
協
が
約
6
割
を
占

め
て
お
り
、
社
協
へ
の
期
待
が
大
き
い
こ
と
が

う
か
が
え
る
。
こ
れ
ま
で
の
経
験
を
活
か
し
、

生
活
支
援
コ
ー
デ
ィ
ネ
ー
タ
ー
の
役
割
を
担
え

る
人
材
を
確
保
、
育
成
し
て
い
く
必
要
が
あ
る
。

　

ま
た
、
生
活
支
援
コ
ー
デ
ィ
ネ
ー
タ
ー
は
、
活

動
実
績
や
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
力
を
も
っ
た
人
材
を

確
保
す
る
必
要
が
あ
る
と
同
時
に
、
協
議
体
の

構
成
員
、
地
域
の
活
動
者
か
ら
支
持
さ
れ
る
人

材
で
あ
る
こ
と
が
重
要
で
あ
り
、社
協
が
受
託
す

る
場
合
に
も
こ
の
点
へ
の
留
意
が
必
要
で
あ
る
。

❸
住
民
主
体
の
生
活
支
援
サ
ー
ビ
ス

　

住
民
主
体
の
生
活
支
援
サ
ー
ビ
ス
の
拡
充
に

関
し
て
は
、
総
合
事
業
の
「
サ
ー
ビ
ス
B
」
や

「
一
般
介
護
予
防
事
業
」の
枠
組
み
を
積
極
的
に

活
用
す
る
と
同
時
に
、
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
に
と
ら

わ
れ
な
い
柔
軟
な
活
動
や
小
規
模
な
活
動
も
含

め
て
住
民
主
体
の
助
け
合
い
の
創
出
や
活
性
化

を
図
る
こ
と
が
重
要
で
あ
る
。

　

そ
し
て
、
住
民
主
体
の
地
域
包
括
ケ
ア
シ
ス

テ
ム
の
構
築
に
お
い
て
は
、
介
護
部
門
の
職
員

が
利
用
者
の
生
活
の
場
に
出
向
き
、
住
民
と

チ
ー
ム
に
な
っ
て
支
え
る
こ
と
が
重
要
で
あ
る
。

住
民
と
専
門
職
の
協
働
を
推
進
す
る
こ
と
が
社

協
ら
し
い
介
護
サ
ー
ビ
ス
事
業
の
経
営
に
も
つ

な
が
る
も
の
と
思
わ
れ
る
。
さ
ら
に
は
、
地
域

内
の
社
会
福
祉
法
人
・
施
設
に
も
参
画
を
呼
び

か
け
、
地
域
の
課
題
解
決
に
向
け
て
協
働
し
て

い
く
こ
と
が
地
域
福
祉
を
す
す
め
る
大
き
な
力

と
な
る
だ
ろ
う
。

　

移
行
期
限
と
な
る
平
成
29
年
4
月
に
は
、
す

べ
て
の
自
治
体
で
総
合
事
業
が
開
始
さ
れ
る
こ

と
に
な
る
。
地
域
づ
く
り
は
5
年
、
10
年
の
長

い
ス
パ
ン
で
の
取
り
組
み
と
な
る
一
方
で
、
介

護
保
険
制
度
の
も
と
で
の
事
業
と
し
て
着
実
に

成
果
を
見
せ
て
い
く
こ
と
も
要
請
さ
れ
る
だ
ろ

う
。
次
期
介
護
保
険
制
度
改
正
の
動
向
も
注
視

し
つ
つ
、
住
民
主
体
の
地
域
包
括
ケ
ア
シ
ス
テ

ム
の
構
築
に
向
け
て
役
割
を
発
揮
す
る
こ
と
が

期
待
さ
れ
る
。

参
考�

「
新
し
い
地
域
支
援
事
業
へ
の
社
協
の
取
り
組

み
」（
平
成
28
年
6
月
22
日
・
全
社
協
地
域
福

祉
推
進
委
員
会
介
護
サ
ー
ビ
ス
経
営
研
究
会

幹
事
会
）

⃝
全
文
は
「
社
協
の
杜
」
に
掲
載
し
て
い
ま
す
。

http://w
w
w
.shakyo.or.jp/gyoum

u/

�

※�

介
護
予
防
・
日
常
生
活
支
援
総
合
事
業
に
お
け

る
コ
ー
デ
ィ
ネ
ー
タ
ー
・
協
議
体
の
あ
り
方
に

関
す
る
研
究
事
業（
平
成
27
年
度
厚
生
労
働
省
老

人
保
健
健
康
増
進
等
事
業
）

『住民主体の生活支援サービスマニュアル第1巻～第7巻』
　生活支援コーディネーターが住民主体の活動やサービスの立ち上げを支援していくにあたって、各サービスのねら
いや仕組み、運営上のポイントなどを丁寧に解説したマニュアルです。実際に多くの団体とつながり、支援してきた
全国団体ならではの知恵・知識がふんだんに盛り込まれています。
　生活支援コーディネーターの参考テキストとしてだけでなく、協議体での勉強会、助け合い活動に関心をもつ住民
の集まり、ボランティアの養成講座などで幅広く活用することができます。ぜひご利用ください。

第1巻　�助け合いによる生活支援を広げるために　�
～住民主体の地域づくり～

　●新地域支援構想会議　編
第2巻　身近な地域での見守り支援活動
　●全国社会福祉協議会　地域福祉部　編
第3巻　居場所・サロンづくり
　●公益財団法人さわやか福祉財団　編
第4巻　訪問型サービス（住民参加型在宅福祉サービス）
　●住民参加型在宅福祉サービス団体全国連絡会　編
第5巻　食事サービス
　●一般社団法人全国老人給食協力会　編
第6巻　移動・外出支援
　●特定非営利活動法人全国移動サービスネットワーク　編
第7巻　宅老所
　●宅老所・グループホーム全国ネットワーク　編

価　格：各1,200円（税別）
申込先：全社協出版部受注センター TEL 049-257-1080
　　　　  「福祉の本出版目録ホームページ」
　　　　https://www.fukushinohon.gr.jp/
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こ
の
度
の
社
会
福
祉
法
人
制
度
改
革
で

は
、
事
業
運
営
に
お
け
る
透
明
性
の
向
上

が
課
題
の
ひ
と
つ
に
あ
げ
ら
れ
て
い
ま
す
。

今
号
で
は
、
透
明
性
の
向
上
に
つ
い
て
ポ

イ
ン
ト
を
ご
紹
介
し
ま
す
。

社
会
福
祉
法
人
に
お
け
る
ガ
バ

ナ
ン
ス
と
は
ど
の
よ
う
な
こ
と

で
す
か
？

社
会
福
祉
法
人
制
度
改
革
で
は
、

ガ
バ
ナ
ン
ス
強
化
と
し
て
、
評

議
員
会
の
位
置
づ
け
を
大
き
く
変
え
る
こ

と
と
し
ま
し
た
。
前
号
で
も
紹
介
し
た
よ

う
に
、
一
般
企
業
で
は
、
株
主
総
会
が
国

会
、
取
締
役
会
が
内
閣
、
代
表
取
締
役
が

内
閣
総
理
大
臣
に
該
当
す
る
の
に
対
し
、

社
会
福
祉
法
人
で
は
、
評
議
員
会
が
国
会

に
該
当
し
、
理
事
会
は
内
閣
、
理
事
長
は

内
閣
総
理
大
臣
に
該
当
し
ま
す
。

　

し
か
し
、
一
般
企
業
に
お
け
る
株
主
総

会
の
決
議
は
、
い
わ
ば
会
社
の
所
有
者
の

決
定
で
あ
る
の
に
対
し
、
社
会
福
祉
法
人

に
お
け
る
評
議
員
会
の
決
議
は
そ
の
よ
う

な
性
質
を
も
っ
て
い
ま
せ
ん
。
な
ぜ
な
ら
、

社
会
福
祉
法
人
は
公
益
法
人
で
あ
っ
て
、

所
有
者
あ
る
い
は
所
有
者
の
利
益
と
い
う

考
え
方
が
な
い
か
ら
で
す
。

　

法
人
制
度
は
、
組
織
的
な
活
動
実
体
が

あ
る
た
め
に
、
権
利
義
務
の
帰
属
主
体
と

し
て
の
団
体
を
認
め
て
い
る
こ
と
か
ら
、

そ
の
機
関
が
勝
手
に
振
る
舞
っ
て
制
度
を

乱
用
す
る
こ
と
が
あ
り
え
ま
す
。
株
式
会

社
で
は
、
株
主
総
会
が
判
断
・
監
視
機
関

と
し
て
活
動
す
る
の
で
す
が
、
社
会
福
祉

法
人
で
は
所
有
者
は
存
在
し
ま
せ
ん
。
し

た
が
っ
て
、
社
会
福
祉
法
人
で
は
公
益
的

な
目
的
に
応
え
る
た
め
に
、
法
に
よ
っ
て

決
定
機
関
・
監
視
機
関
を
明
確
に
し
て
お

く
必
要
が
あ
り
ま
す
。

社
会
福
祉
法
人
に
求
め
ら
れ
る

内
部
統
制
機
能
は
ど
の
よ
う
な

も
の
が
あ
り
ま
す
か
？

今
回
の
社
会
福
祉
法
人
制
度
改

革
は
、
評
議
員
会
を
議
決
機
関

と
し
て
、
議
決
機
関
と
執
行
機
関
を
明
確

に
分
離
す
る
と
と
も
に
、
役
員
た
る
理

事
・
理
事
会
や
監
事
・
会
計
監
査
人
な
ど

の
権
限
や
義
務
を
明
確
化
す
る
こ
と
に

よ
っ
て
、
内
部
的
な
牽
制
・
統
制
機
能
を

充
実
さ
せ
る
こ
と
と
し
ま
し
た
。

　

し
か
し
、
社
会
福
祉
法
人
に
求
め
ら
れ

る
内
部
統
制
機
能
は
、
そ
れ
だ
け
に
と
ど

ま
る
わ
け
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
社
会
福
祉

法
人
に
お
け
る
決
定
と
そ
の
実
行
の
流
れ

は
、
評
議
員
会
に
よ
る
基
本
的
事
項
の
決

定
、
理
事
会
に
よ
る
業
務
執
行
の
決
定
、

理
事
長
に
よ
る
業
務
の
遂
行
、
職
員
に
よ

る
具
体
的
な
職
務
の
実
行
と
い
う
こ
と
に

な
り
ま
す
。

　

利
用
者
の
権
利
擁
護
と
い
う
観
点
か
ら

す
れ
ば
、
最
も
問
題
と
な
る
の
は
最
後
の

職
員
に
よ
る
具
体
的
な
職
務
の
実
行
段
階

に
あ
り
ま
す
。
例
え
ば
、「
判
断
能
力
を
喪

失
し
た
利
用
者
に
対
し
て
も
、
実
際
の

サ
ー
ビ
ス
を
提
供
す
る
際
に
は
、
声
か
け

を
し
て
本
人
の
自
己
決
定
を
確
認
す
る
と

と
も
に
本
人
の
心
身
の
状
態
も
確
認
す
る

こ
と
」
と
い
う
ル
ー
ル
を
決
定
し
た
と
し

て
も
、
個
々
の
職
員
が
「
そ
ん
な
こ
と
を

し
て
い
た
ら
時
間
が
か
か
り
過
ぎ
て
無
駄

だ
」
と
勝
手
に
判
断
し
て
職
務
を
実
行
し

て
し
ま
う
と
、
利
用
者
の
権
利
擁
護
が
実

現
さ
れ
な
い
ば
か
り
で
な
く
、
公
益
性
の

あ
る
サ
ー
ビ
ス
を
提
供
し
て
い
る
と
は
い

い
が
た
い
状
態
が
生
じ
て
し
ま
い
ま
す
。

　

し
た
が
っ
て
、
社
会
福
祉
法
人
の
具
体

的
な
日
常
業
務
の
ガ
バ
ナ
ン
ス
に
つ
い
て

は
、
今
回
の
制
度
改
革
と
は
別
に
、
利
用

者
の
権
利
擁
護
な
ど
を
目
的
と
す
る
内
部

チ
ェ
ッ
ク
・
シ
ス
テ
ム
を
構
築
し
て
い
か

な
け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
。
福
祉
サ
ー
ビ
ス

の
利
用
者
や
そ
の
家
族
か
ら
す
れ
ば
、
む

し
ろ
具
体
的
な
日
常
業
務
の
視
点
か
ら
の

内
部
統
制
機
能
の
ほ
う
が
重
要
な
の
で
は

Q1A1

Q2A2
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な
い
か
と
思
い
ま
す
。
ま
た
、
社
会
福
祉

法
人
内
で
そ
の
よ
う
な
意
識
を
共
有
す
る

こ
と
が
、
法
人
自
身
の
リ
ス
ク
・
マ
ネ
ジ

メ
ン
ト
に
も
つ
な
が
る
と
い
う
べ
き
で

し
ょ
う
。

情
報
開
示
す
る
に
あ
た
っ
て
は
、

ど
の
よ
う
な
ポ
イ
ン
ト
が
あ
り

ま
す
か
？

今
回
の
社
会
福
祉
法
人
制
度
改

革
で
は
、
事
業
運
営
の
透
明
性

の
向
上
も
課
題
と
し
て
掲
げ
ら
れ
て
い
ま

す
。
今
回
の
改
革
で
は
、
定
款
、
役
員
の

報
酬
基
準
、
役
員
区
分
ご
と
の
報
酬
総
額
、

事
業
計
画
な
ど
の
公
表
が
義
務
づ
け
ら
れ
、

主
と
し
て
お
金
の
流
れ
に
関
す
る
情
報
に

つ
き
、
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
を
活
用
し
た
公
表

が
求
め
ら
れ
て
い
る
と
い
え
る
で
し
ょ
う

（
法
59
条
の
2
）。

　

社
会
福
祉
法
人
が
そ
の
運
営
に
つ
い
て

基
本
的
な
情
報
を
公
表
し
て
い
く
こ
と
は
、

地
域
社
会
の
信
頼
を
築
い
て
い
く
た
め
に

も
不
可
欠
だ
と
思
い
ま
す
。
お
金
に
関
す

る
こ
と
は
、
社
会
福
祉
制
度
全
体
を
構
築

し
て
い
く
う
え
で
重
要
な
問
題
で
す
か
ら
、

隠
蔽
さ
れ
る
こ
と
な
く
開
示
さ
れ
て
い
る

こ
と
が
必
要
で
し
ょ
う
。

　

も
っ
と
も
、
今
回
の
改
革
で
は
、
社
会

福
祉
法
人
の
お
金
に
関
す
る
情
報
開
示
に

つ
い
て
改
正
さ
れ
て
い
ま
す
。
も
と
も
と

社
会
福
祉
法
で
は
、
利
用
者
が
福
祉
サ
ー

ビ
ス
を
選
択
す
る
た
め
に
必
要
な
情
報
提

供
に
つ
い
て
、「
社
会
福
祉
事
業
の
経
営

者
は
、
福
祉
サ
ー
ビ
ス
（
略
）
を
利
用
し

よ
う
と
す
る
者
が
、
適
切
か
つ
円
滑
に
こ

れ
を
利
用
す
る
こ
と
が
で
き
る
よ
う
に
、

そ
の
経
営
す
る
社
会
福
祉
事
業
に
関
し
情

報
の
提
供
を
行
う
よ
う
努
め
な
け
れ
ば
な

ら
な
い
」
と
定
め
て
い
ま
す
（
法
75
条
1

項
）。

　

一
口
に
情
報
開
示
と
い
っ
て
も
い
ろ
い

ろ
な
レ
ベ
ル
の
情
報
が
あ
り
ま
す
か
ら
、

ど
の
レ
ベ
ル
の
情
報
を
誰
に
開
示
す
る
の

か
と
い
う
点
に
注
意
し
て
、
社
会
福
祉
法

人
の
運
営
を
考
え
る
べ
き
で
す
。
社
協
は

さ
ま
ざ
ま
な
情
報
を
提
供
す
べ
き
立
場
に

あ
る
と
思
い
ま
す
。
措
置
の
時
代
が
長

か
っ
た
た
め
、
社
協
も
地
域
住
民
も
情
報

の
取
り
扱
い
に
慣
れ
て
い
な
い
の
で
は
な

い
か
と
思
い
ま
す
が
、
社
協
と
し
て
は
、

単
な
る
情
報
の
伝
達
で
は
な
く
、
地
域
住

民
の
た
め
の
情
報
の
提
供
を
心
が
け
る
べ

き
で
し
ょ
う
。

適
正
か
つ
公
正
な
役
員
報
酬
の

設
定
や
支
出
管
理
は
ど
の
よ
う

に
行
え
ば
い
い
で
す
か
？

今
回
の
改
革
で
は
、
社
会
福
祉

法
人
の
財
務
規
律
に
つ
い
て
も

見
直
し
が
な
さ
れ
て
い
ま
す
。
ま
ず
第
1

に
、
役
員
や
評
議
員
の
報
酬
に
つ
き
不
当

に
高
額
と
な
ら
な
い
よ
う
な
支
給
基
準
を

定
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
さ
れ
て
い
ま

す
（
法
45
条
の
35
）。
そ
し
て
第
2
に
、
社

会
福
祉
法
人
は
、
事
業
を
行
う
に
あ
た
っ

て
、
理
事
、
監
事
、
評
議
員
、
職
員
そ
の

他
省
令
で
定
め
る
法
人
の
関
係
者
に
対
し

て
特
別
の
利
益
を
与
え
て
は
な
ら
な
い
と

さ
れ
ま
し
た（
法
26
条
の
2
）。
第
3
に
は
、

各
会
計
年
度
に
お
い
て
利
益
（
社
会
福
祉

充
実
残
額
）
が
生
じ
て
い
る
場
合
に
は
、

社
会
福
祉
充
実
の
た
め
に
再
投
下
す
る
も

の
と
さ
れ
て
い
ま
す（
法
55
条
の
2
以
下
）。

　

つ
ま
り
、
今
回
の
改
革
で
問
題
と
さ
れ

て
い
る
の
は
、
お
金
を
ど
う
す
る
か
と
い

う
こ
と
に
比
重
が
置
か
れ
て
い
る
わ
け
で

す
。
内
部
留
保
金
の
存
在
か
ら
ス
タ
ー
ト

し
て
イ
コ
ー
ル
フ
ッ
テ
ィ
ン
グ
が
問
題
と

さ
れ
た
背
景
が
あ
る
た
め
、
ほ
ぼ
お
金
が

関
わ
る
部
分
の
改
正
が
メ
イ
ン
に
な
っ
て

い
る
わ
け
で
す
。

　

し
か
し
、
社
会
福
祉
事
業
の
中
心
に
あ

る
の
は
、
お
金
の
問
題
で
は
な
く
人
の
問

題
で
す
。
人
の
問
題
と
は
、
利
用
者
や
そ

の
家
族
で
あ
っ
た
り
、
職
員
で
あ
っ
た
り
、

地
域
住
民
で
あ
っ
た
り
、
要
は
人
の
福
祉

を
推
進
す
る
た
め
の
制
度
な
の
で
す
か
ら
、

お
金
の
問
題
だ
け
で
な
く
人
の
問
題
を
忘

れ
な
い
よ
う
に
し
な
け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
。

社
協
運
営
に
お
け
る
透
明
性
の

確
保
に
つ
い
て
、役
員
に
求
め
ら

れ
る
資
質
と
は
ど
の
よ
う
な
も
の
で
す
か
？

社
協
運
営
に
お
い
て
は
、
お
金

の
問
題
だ
け
で
な
く
、
人
の
問

題
に
関
し
て
も
き
ち
ん
と
透
明
性
を
確
保

し
て
い
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
思
い
ま
す
。

す
な
わ
ち
、お
金
の
不
祥
事
を
起
こ
さ
な
い

よ
う
に
透
明
性
を
高
め
て
襟
を
正
す
の
は

も
ち
ろ
ん
で
す
が
、地
域
住
民
の
た
め
の
運

営
に
つ
い
て
も
透
明
性
を
高
め
る
べ
き
だ

ろ
う
と
思
い
ま
す
。そ
う
だ
と
す
れ
ば
、社

協
役
員
に
求
め
ら
れ
る
資
質
は
、
お
金
を

管
理
で
き
る
資
質
で
は
な
く
、
地
域
住
民

の
た
め
に
何
が
で
き
る
か
、
地
域
住
民
の

声
に
耳
を
傾
け
て
政
策
を
構
想
で
き
る
資

質
の
ほ
う
に
、
重
点
が
置
か
れ
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
と
思
い
ま
す
。

Q3A3

Q4A4

Q5A5
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「
茶
れ
ん
じ
」
は
、
ど
の
よ
う
に
し

て
生
ま
れ
た
か

　

四
国
中
央
市
社
協
で
は
平
成
25
年
度
か

ら
、「
生
活
支
援
及
び
孤
立
の
解
消
を
図

る
活
動
推
進
事
業
」
と
し
て
「
茶
れ
ん
じ
」

と
い
う
独
自
の
活
動
を
す
す
め
て
い
る
。

　

こ
の
取
り
組
み
が
生
ま
れ
た
き
っ
か
け

は
、
知
的
障
害
の
あ
る
樋
口
ふ
じ
子
さ
ん

か
ら
の
訴
え
だ
っ
た
。
樋
口
さ
ん
は
こ
れ

ま
で
知
人
の
協
力
を
得
て
隣
町
に
あ
る
地

域
活
動
支
援
セ
ン
タ
ー
ま
で
送
迎
し
て
も

ら
っ
て
い
た
が
、
そ
の
方
が
入
院
す
る
こ

と
に
な
り
、
通
う
こ
と
が
で
き
な
く
な
っ

た
。
し
か
し
、
自
分
が
住
む
町
に
は
セ
ン

タ
ー
が
な
く
、
毎
日
家
に
い
て
も
や
る
こ

と
が
な
い
た
め
、
引
き
続
き
活
動
で
き
る

方
法
は
な
い
か
と
い
う
相
談
を
社
協
に
寄

せ
た
の
で
あ
る
。

　

樋
口
さ
ん
が
住
む
の
は
、
山
間
部
に
位

置
す
る
新
宮
地
区
で
、
高
齢
化
率
約
50
％

と
い
う
集
落
だ
。
障
害
の
あ
る
人
の
た
め

の
福
祉
サ
ー
ビ
ス
事
業
所
は
な
く
、
サ
ー

ビ
ス
を
利
用
す
る
た
め
に
は
、
少
な
い
便

の
バ
ス
を
利
用
し
て
隣
町
ま
で
行
か
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
。
相
談
を
受
け
た
障
害
者

相
談
支
援
専
門
員
の
鈴
木
秀
明
さ
ん
も
、

当
初
は
対
応
が
難
し
い
だ
ろ
う
と
考
え
て

い
た
。

　
「
私
も
新
宮
地
区
に
住
ん
で
い
ま
す
が
、

地
元
で
困
っ
て
い
る
方
が
い
る
の
に
、

『
サ
ー
ビ
ス
を
利
用
す
る
た
め
に
は
、
山

を
下
り
て
暮
ら
す
し
か
な
い
』
と
い
う
現

状
が
悔
し
く
て
、
何
と
か
し
た
い
と
思
い

ま
し
た
。
ひ
と
り
の
支
援
の
た
め
に
送
迎

代
行
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
と
し
て
も
、

他
の
方
法
で
樋
口
さ
ん
の
希
望
に
応
え
ら

れ
な
い
か
と
考
え
ま
し
た
」

　

そ
こ
で
鈴
木
さ
ん
は
、
月
に
1
日
程
度

の
活
動
で
あ
れ
ば
、
自
分
が
寄
り
添
う
時

間
が
つ
く
れ
る
と
考
え
、
他
地
区
の
施
設

に
樋
口
さ
ん
を
移
動
さ
せ
る
の
で
は
な
く
、

活
動
拠
点
を
新
た
に
つ
く
る
こ
と
を
社
協

内
で
提
案
し
た
の
で
あ
る
。

ふ
た
り
で
始
め
た
小
さ
な
活
動

　

こ
う
し
て
、
鈴
木
さ
ん
と
樋
口
さ
ん
の

ふ
た
り
だ
け
の
小
さ
な
活
動
が
始
ま
っ
た
。

初
め
は
地
域
の
清
掃
活
動
を
し
た
り
、
公

民
館
の
調
理
場
を
借
り
て
簡
単
な
調
理
訓

練
を
行
っ
た
。
調
理
訓
練
に
は
、
料
理
が

得
意
な
公
民
館
長
の
協
力
も
得
て
、
栄
養

管
理
の
重
要
性
を
学
び
な
が
ら
、
毎
回
異

な
る
多
彩
な
メ
ニ
ュ
ー
を
つ
く
っ
て
い
る
。

参
加
費
は
1
回
1
0
0
円
と
し
、
米
一
合

と
自
分
の
畑
で
収
穫
し
た
野
菜
を
持
ち
寄

る
こ
と
と
し
た
。

　

地
域
福
祉
課
長
の
近
藤
智
美
さ
ん
は
活

動
開
始
当
時
の
様
子
を
次
の
よ
う
に
振
り

返
る
。

　
「
最
初
は
社
協
内
部
で
も
、
ひ
と
り
の

た
め
に
職
員
を
配
置
す
る
の
は
適
切
な
の

か
、
と
い
う
雰
囲
気
が
多
少
あ
り
ま
し
た
。

し
か
し
、
ひ
と
り
の
困
り
ご
と
か
ら
、
地

域
ニ
ー
ズ
を
見
つ
け
出
す
の
が
社
協
マ
ン

の
大
切
な
仕
事
で
す
。
新
宮
地
区
に
も
、

き
っ
と
樋
口
さ
ん
と
同
じ
悩
み
を
抱
え
て

い
る
人
は
い
る
は
ず
だ
と
訴
え
る
鈴
木
専

門
員
の
考
え
に
共
感
し
、
で
き
る
か
ぎ
り

組
織
と
し
て
バ
ッ
ク
ア
ッ
プ
し
た
い
と
思

い
ま
し
た
」

　

鈴
木
さ
ん
も
、
地
域
で
対
象
と
思
わ
れ

る
方
へ
の
声
か
け
を
始
め
る
。
社
協
で
把

握
し
て
い
た
情
報
や
、
民
生
委
員
か
ら
寄

せ
ら
れ
る
情
報
を
も
と
に
し
て
、
対
象
と

な
り
そ
う
な
人
の
家
へ
通
い
、
一
緒
に
参

加
し
て
み
な
い
か
と
メ
ン
バ
ー
を
募
っ
た

の
で
あ
る
。
こ
の
訪
問
活
動
に
は
樋
口
さ

ん
も
同
行
し
、
仲
間
に
加
わ
っ
て
ほ
し
い

と
訴
え
た
。

　

そ
の
結
果
、
公
民
館
等
で
の
活
動
に
半

年
ほ
ど
で
常
時
5
人
が
集
ま
る
よ
う
に
な

り
、
現
在
で
は
15
人
あ
ま
り
の
メ
ン
バ
ー

が
登
録
す
る
活
動
と
な
っ
て
い
る
。
平
成

26
年
5
月
に
は
、
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
団
体
と

し
て
登
録
。
メ
ン
バ
ー
全
員
で
話
し
合
っ

て
団
体
名
を
「
茶
れ
ん
じ
」
と
し
、
会
長

に
は
樋
口
さ
ん
が
選
ば
れ
た
。
月
に
1
回

だ
っ
た
活
動
も
、
現
在
で
は
週
1
回
ま
で

増
え
て
い
る
。

　

ま
た
、
現
在
で
は
社
協
が
生
活
困
窮
者

自
立
支
援
事
業
を
受
託
し
た
こ
と
で
、
市

の
生
活
保
護
の
担
当
課
と
の
連
携
が
促
進

さ
れ
て
い
る
。
生
活
保
護
を
受
給
す
る
方

の
活
動
の
場
と
し
て
、「
茶
れ
ん
じ
」
に
相

談
が
持
ち
か
け
ら
れ
る
こ
と
も
あ
る
と
い
う
。

社協活動
最前線
四国中央市
社会福祉協議会

ひとりの訴えから
地域の居場所づくりに
取り組む

恋人の聖地に認定された「具定展望台」より

四国中央市社協では、障害者福祉
サービスがほとんどない市内山間
部の新宮地区において、新しいスタ
イルの活動をスタートさせた。その
名は「茶れんじ」。これまでは自宅
以外に居場所がなかった障害のあ
る人たちが中心となって、地域の人
たちとともに、さまざまな活動を行
う組織である。ボランティア活動を
しながら彼らの生きがいを生み出
す活動について取材した。

社協データ
【地域の状況】（平成28年4月1日現在）
人　　口　　89,229人
世 帯 数　　38,216世帯
高齢化率　　30.0％

【社協の概要】（平成28年6月10日現在）
理　　事　　  11人
評 議 員　　  25人
監　　事　　    2 人
職 員 数　　117人（正規職員：39人、 
嘱託・臨時職員：28人、パート職員：50人）

【主な事業】
⃝20地区社協活動の推進
⃝小地域ネットワーク活動の推進
⃝福祉関係団体等への支援
⃝健康と生きがいづくりの推進
⃝ボランティア市民活動センター事業
⃝福祉教育の推進
⃝地域福祉権利擁護事業
⃝生活困窮者自立相談支援事業
⃝介護保険事業
⃝障害者総合支援事業　他
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地
域
を
巻
き
込
み
、
活
動
は
次
々

に
広
が
っ
て
い
く

　
「
茶
れ
ん
じ
」が
す
す
め
る
活
動
は
メ
ン

バ
ー
の
増
加
と
と
も
に
広
が
っ
て
い
る
。

鈴
木
さ
ん
を
は
じ
め
社
協
職
員
が
全
国
の

さ
ま
ざ
ま
な
活
動
を
紹
介
し
た
り
、
メ
ン

バ
ー
の
希
望
を
聞
き
取
り
な
が
ら
活
動
内

容
を
決
め
、
地
域
の
協
力
者
や
活
動
プ
ロ

グ
ラ
ム
の
講
師
の
調
整
等
を
行
っ
て
い
る
。

　

現
在
は
、
地
域
の
人
か
ら
無
償
で
提
供

し
て
い
た
だ
い
た
畑
で
、
継
続
的
に
農
作

業
に
も
取
り
組
ん
で
い
る
。
雑
草
が
茂
っ

て
い
た
畑
を
メ
ン
バ
ー
全
員
で
耕
す
こ
と

か
ら
始
め
、
動
物
対
策
に
柵
を
つ
く
り
、

時
に
は
J
A
の
指
導
員
の
協
力
も
得
な
が

ら
耕
作
を
す
す
め
、
今
で
は
立
派
な
ナ
ス

や
き
ゅ
う
り
、
オ
ク
ラ
、
ス
イ
カ
な
ど
が

収
穫
で
き
る
よ
う
に
な
っ
た
。
畑
で
収
穫

し
た
野
菜
は
、調
理
訓
練
に
活
用
し
て
い
る
。

　

こ
う
し
て
活
動
を
継
続
す
る
に
つ
れ
、

地
域
の
中
で
「
茶
れ
ん
じ
」
の
存
在
が
徐
々

に
広
ま
り
、
民
生
委
員
な
ど
が
活
動
に
協

力
し
た
い
と
社
協
に
相
談
を
寄
せ
る
よ
う

に
な
っ
た
。
そ
の
後
、
5
名
の
ボ
ラ
ン
テ
ィ

ア
が
加
わ
っ
て
活
動
の
幅
は
さ
ら
に
広
が
り
、

空
き
缶
を
使
っ
た
ご
飯
炊
き
体
験
、
そ
う

め
ん
流
し
大
会
、ク
リ
ス
マ
ス
会
等
の
地
域

と
の
交
流
イ
ベ
ン
ト
を
開
催
す
る
よ
う
に

な
っ
て
い
る
。
原
木
椎
茸
づ
く
り
に
も
取

り
組
ん
で
い
る
が
、
原
木
の
切
り
出
し
に

男
性
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
を
募
り
、
椎
茸
の
菌

を
原
木
に
植
え
付
け
る
作
業
は
、
地
域
の

幼
稚
園
の
園
児
た
ち
と
一
緒
に
行
っ
た
。

　

新
た
な
活
動
が
生
ま
れ
る
た
び
に
地
域

の
人
た
ち
と
の
交
流
が
生
ま
れ
、「
茶
れ

ん
じ
」
の
活
動
が
、
高
齢
化
が
す
す
む
新

宮
地
区
の
活
性
化
に
つ
な
が
っ
て
い
る
と
、

住
民
か
ら
の
期
待
も
集
ま
り
つ
つ
あ
る
。

　
「
私
た
ち
は
、
そ
の
名
の
通
り
何
で
も

チ
ャ
レ
ン
ジ
す
る
と
い
う
精
神
で
、
さ
ま

ざ
ま
な
活
動
に
取
り
組
む
こ
と
を
モ
ッ

ト
ー
と
し
て
い
ま
す
。
メ
ン
バ
ー
た
ち
も
、

人
が
集
ま
る
場
所
に
出
か
け
て
い
く
の
が

楽
し
み
に
な
っ
た
よ
う
で
す
ね
。
こ
れ
ま

で
ほ
と
ん
ど
参
加
し
な
か
っ
た
地
域
の
お

祭
り
に
も
、
積
極
的
に
参
加
す
る
よ
う
に

な
り
ま
し
た
」
と
、
鈴
木
さ
ん
。

　

樋
口
さ
ん
は
、「
も
っ
と
た
く
さ
ん
の

仲
間
と
、
こ
れ
か
ら
も
い
ろ
い
ろ

な
こ
と
を
や
っ
て
い
き
た
い
で

す
」と
、
う
れ
し
そ
う
に
語
る
。
最

近
で
は
「
茶
れ
ん
じ
」
の
活
動
が

地
元
の
新
聞
や
ケ
ー
ブ
ル
テ
レ
ビ

な
ど
で
紹
介
さ
れ
る
こ
と
も
あ
り
、

取
材
さ
れ
る
樋
口
さ
ん
は
、
地
域

の
人
た
ち
か
ら
「
会
長
」
と
呼
ば

れ
て
慕
わ
れ
て
い
る
と
い
う
。

　

川
口
百
合
子
さ
ん
も
、
こ
の
集

ま
り
に
必
ず
参
加
す
る
ほ
ど
の
熱

心
な
メ
ン
バ
ー
の
ひ
と
り
。
も
は

や
週
1
日
の
活
動
だ
け
で
は
満
足

せ
ず
、「
毎
日
集
ま
れ
る
よ
う
に

な
っ
た
ら
、
も
っ
と
楽
し
い
の

に
」
と
い
つ
も
鈴
木
さ
ん
た
ち
に

訴
え
て
い
る
。
活
動
に
参
加
す
る

以
前
は
自
宅
に
引
き
こ
も
っ
て
い

た
と
話
す
が
、
誰
に
も
和
や
か
に

接
す
る
姿
か
ら
は
、
昔
の
姿
は

ま
っ
た
く
想
像
で
き
な
い
。
彼
女

の
屈
託
の
な
い
笑
顔
が
、
こ
の
集
ま
り
の

楽
し
さ
を
象
徴
し
て
い
る
。

一人
ひ
と
り
の
ニ
ー
ズ
に
応
え
る
の

が
、
社
協
の
大
切
な
役
割

　
「
茶
れ
ん
じ
」
の
次
の
目
標
は
、
メ
ン

バ
ー
か
ら
も
強
い
要
望
の
あ
る
「
毎
日
活

動
す
る
」
で
あ
る
。
社
協
と
し
て
も
こ
の

ニ
ー
ズ
に
応
え
る
た
め
に
動
き
出
し
て
お

り
、
す
で
に
次
の
地
域
福
祉
活
動
計
画
に

盛
り
込
み
、
新
宮
地
区
に
新
た
な
地
域
活

動
支
援
セ
ン
タ
ー
を
設
置
す
る
な
ど
、
事

業
化
に
向
け
た
動
き
も
検
討
し
て
い
る
と

い
う
。
今
後
は
「
茶
れ
ん
じ
」
の
よ
う
な
取

り
組
み
を
全
市
へ
と
広
め
て
い
き
、
活
動
の

場
づ
く
り
と
地
域
の
活
性
化
を
さ
ら
に
す

す
め
た
い
と
い
う
の
が
社
協
の
思
い
で
あ
る
。

　

ひ
と
り
の
相
談
ご
と
に
真
摯
に
向
き
合

い
、
当
初
は
困
難
だ
と
思
わ
れ
て
も
、
で

き
る
こ
と
か
ら
コ
ツ
コ
ツ
と
始
め
た
小
さ

な
動
き
が
、
社
協
全
体
、
地
域
全
体
へ
と

広
が
っ
て
い
っ
た
四
国
中
央
市
社
協
の
取

り
組
み
。
ひ
と
り
の
悩
み
ご
と
は
地
域
全

体
の
悩
み
ご
と
で
も
あ
る
と
い
う
地
域
福

祉
の
考
え
が
実
践
さ
れ
た
ひ
と
つ
の
事
例

で
あ
る
。

四国中央市（愛媛県）
愛媛県の東端に位置する市。2004年に川之江市・伊予三島市・土居町・新宮村が合併して生まれた。製紙、紙加
工業において日本屈指の生産量を誇り、紙製品の出荷額は日本一である。高速道路が交差する交通の要衝であり、
四国の他の三県（高知県、徳島県、香川県）とも接している。

四国中央市社協の職員と、「茶れんじ」のメンバーのみなさん
（左ふたりめから）樋口ふじ子さん、鈴木秀明さん、川口百合子さん

調理訓練では、参加者が自分のできることを自主的に見つけて作業がすすんでいく
今ではすっかり包丁の扱いも手慣れてきた
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は
じ
め
に

　
市
川
市
は
、
千
葉
県
北
西
部
に
位
置
し
、

隣
接
す
る
東
京
都
と
は
江
戸
川
を
隔
て
て
橋

ひ
と
つ
で
行
き
来
で
き
る
場
所
で
あ
る
。
歴

史
や
文
化
・
農
業
・
漁
業
・
製
造
な
ど
、
各

分
野
で
特
徴
あ
る
地
域
で
あ
る
。

　
ま
た
ベ
ッ
ド
タ
ウ
ン
と
し
て
多
く
の
マ
ン

シ
ョ
ン
が
建
設
さ
れ
、
日
中
は
都
内
在
勤
者

も
多
く
、
近
隣
同
士
の
交
流
が
薄
い
地
域
が

増
え
て
い
る
。
一
方
、
昔
な
が
ら
の
地
縁
の

濃
い
地
域
も
あ
り
、
民
生
委
員
・
児
童
委
員

の
活
動
も
多
様
化
し
て
い
る
現
状
で
あ
る
。

東
日
本
大
震
災
の
経
験
か
ら
災
害
に

備
え
る

　
市
社
協
が
事
務
局
を
担
っ
て
い
る
、
市
川

市
民
生
委
員
児
童
委
員
協
議
会
（
以
下
、
市

民
児
協
）
で
は
、
民
生
委
員
制
度
創
設
90
周

年
記
念
事
業
「
災
害
時
　
ひ
と
り
も
見
逃
さ

な
い
運
動
」の
一
環
と
し
て
、
平
成
20
年
、
日

頃
の
民
生
委
員
活
動
の
情
報
を
も
と
に
災
害

マ
ッ
プ
を
作
成
。
民
生
委
員
が
各
々
で
把
握

し
て
い
る
要
援
護
者
の
情
報
を
、
災
害
マ
ッ

プ
に
反
映
し
て
い
っ
た
。
し
か
し
、
東
日
本

大
震
災
時
、
要
援
護
者
の
状
態
に
関
す
る
情

報
が
十
分
で
な
か
っ
た
た
め
に
、
隣
近
所
の

民
生
委
員
・
児
童
委
員
同
士
の
支
え
合
い
が

う
ま
く
機
能
で
き
な
か
っ
た
。

　
こ
の
反
省
を
踏
ま
え
、
平
成
23
年
に
改
め

て
、「
自
立
歩
行
で
き
る
」「
杖
な
ど
支
え
が

必
要
」「
車
椅
子
が
必
要
」「
人
手
が
必
要
」

と
、
要
援
護
者
の
状
態
に
応
じ
た
4
段
階
の

基
準
を
設
け
、
市
内
の
民
生
委
員
・
児
童
委

員
全
員
で
調
査
を
実
施
。
新
た
な
要
援
護
者

名
簿
の
様
式
を
作
成
し
た
。

　
こ
れ
を
も
と
に
、
災
害
マ
ッ
プ
上
で
は
要

援
護
者
の
状
態
に
応
じ
て
色
分
け
を
行
い
、

す
べ
て
の
地
区
で
統
一
さ
れ
た
基
準
に
よ
る

災
害
マ
ッ
プ
の
作
成
を
開
始
。
ま
た
、
平
成

24
年
度
に
は
災
害
マ
ニ
ュ
ア
ル
作
業
部
会
を

立
ち
上
げ
、
発
災
後
3
日
間
の
民
生
委
員
・

児
童
委
員
と
し
て
の
初
動
マ
ニ
ュ
ア
ル
を
作

成
し
た
。

　
市
社
協
で
は
、
市
民
児
協
の
事
務
局
と
し

て
、
各
民
生
委
員
・
児
童
委
員
へ
の
担
当
エ

リ
ア
の
地
図
へ
の
記
入
法
の
説
明
や
、
初
動

マ
ニ
ュ
ア
ル
作
成
時
の
資
料
収
集
・
提
供
を

行
う
な
ど
、
民
生
委
員
・
児
童
委
員
と
と
も

に
作
業
を
す
す
め
て
き
た
。
現
在
、
災
害
に

備
え
る
地
域
づ
く
り
に
邁
進
し
て
い
る
。

市
全
体
で
要
援
護
者
支
援
に

取
り
組
む

　
市
川
市
で
は
、
行
政
施
策
と
し
て
、
平
成

20
年
よ
り
「
災
害
時
要
援
護
者
」
の
登
録
を

行
っ
て
い
る
。
災
害
時
に
支
援
を
必
要
と
す

る
方
自
身
が
市
に
登
録
を
行
う
も
の
で
、
登

録
名
簿
は
市
と
自
治（
町
）会
や
民
生
委
員
・

児
童
委
員
な
ど
地
域
の
方
々
と
共
有
し
、
平

常
時
の
防
災
活
動
、
災
害
時
に
お
け
る
安
否

確
認
や
情
報
伝
達
、
避
難
の
誘
導
な
ど
に
活

用
し
て
い
る
。
同
時
に
、
災
害
マ
ッ
プ
に
も

反
映
さ
せ
、
日
頃
か
ら
の
見
守
り
活
動
に
も

役
立
て
て
い
る
。
実
際
の
避
難
訓
練
で
は
、

訓
練
場
所
ま
で
の
誘
導
な
ど
に
活
用
し
た
地

域
も
あ
る
。

　
今
後
は
、
民
生
委
員
・
児
童
委
員
が
災
害

に
備
え
、
各
自
の
担
当
地
域
を
見
つ
め
直
す

と
と
も
に
、
自
ら
の
安
全
を
確
保
し
な
が
ら
、

い
ざ
と
い
う
時
に
、
協
力
・
支
援
が
得
ら
れ

る
人
材
の
発
掘
が
課
題
で
あ
る
。
市
社
協
と

し
て
は
、
近
隣
の
民
生
委
員
・
児
童
委
員
同

士
と
連
携
協
力
で
き
る
支
援
体
制
を
、
さ
ら

に
強
化
し
て
い
き
た
い
と
考
え
て
い
る
。

災害マップの作成の様子

災
害
に
備
え
る
地
域
づ
く
り
第 9回

　
災
害
時
に
は
、
地
域
住
民
と
密
接
に
関
わ
る
民
生
委
員
・
児
童
委
員
と
連
携
し
、
住
民
の
避
難
や

情
報
収
集
を
す
す
め
る
こ
と
も
重
要
で
あ
る
。

　
今
号
よ
り
２
号
連
載
で
、「
災
害
マ
ッ
プ
」
や
「
災
害
時
初
動
マ
ニュ
ア
ル
」
を
作
成
し
、
見
守
り

活
動
や
避
難
訓
練
に
も
活
用
し
な
が
ら
災
害
に
備
え
る
、
市
川
市
民
生
委
員
児
童
委
員
協
議
会
の

取
り
組
み
を
ご
紹
介
す
る
。

災
害
マ
ッ
プ
の
作
成
か
ら
学
ぶ

市
川
市
社
会
福
祉
協
議
会
（
千
葉
県
）
①
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編

集

後

記

　気づけば朝晩は冷え込むようにな
り、だいぶ秋らしくなってきました。
これで天気がよければ紅葉を見なが
ら登山でもしたいのですが、近頃は
週末の天気が悪いことが多く、気が
めいってしまいます。たまには気も
ちよく外出したいものですね。
　さて、今号の特集では法人制度改

革の動向についてふれておりますが、
各社協においても、定款の改訂作業
など、新法への対応準備をすすめら
れていることと思います。全社協と
しても、モデル定款の公開やノーマ
での情報提供等を行ってまいります。
� （志）

パンフレット 

社会福祉法人制度の概要と評議員の役割 
～地域に根ざした社会福祉法人の運営にむけて～

　このたびの社会福祉法人制度改革により、平成 29 年
4 月 1 日からすべての社会福祉法人において評議員会を
設置することが義務づけられました。しかし、特に小規
模の法人などでは、評議員の候補者となりうる地域の人
材の情報を得ることが難しい状況もあることから、地域
の住民や福祉関係者のネットワークを有する社協の支援
が期待されています。
　そこで、本会では社会福
祉法人の評議員になる方に
向けて、社会福祉法人制度
の概要や評議員の役割につ
いて解説したパンフレット
を作成いたしました。ぜひ
ご活用いただきながら、引
き続き評議員確保の支援に
ご協力ください。

体　　裁：A4 判　4 頁
公開方法：
　1）�見本を 10 月第 3 週に都道府県・指定都市社会福祉

協議会へ発送を行い、各市区町村社会福祉協議会
への配布を依頼しております。

　2）�ホームページ「社協の杜」「地域福祉・ボランティア
情報ネットワーク」でデータを公開しています。 
ダウンロードいただき、ご活用ください。

　　 � 「社協の杜」http://www.shakyo.or.jp/gyoumu/
　　 � 「地域福祉・ボランティア情報ネットワーク」 

	 http://www.zcwvc.net/
内　　容：社会福祉法人の概要と制度改革
　　　　　評議員に期待される役割
　　　　　よくある質問　など
問合せ先：全国社会福祉協議会　地域福祉部
　　　　　TEL 03-3581-4655／FAX 03-3581-7858
　　　　　E-mail z-chiiki@shakyo.or.jp

平成 28年度
「ふれあい・いきいきサロン全国研究交流会」in埼玉
～笑顔いっぱいの居場所づくり　これからサロンが面白い！～

　ふれあい・いきいきサロンは、高齢者や障害者、子育
て中の親子などが地域の身近な場所で楽しく過ごす場と
して広がり、全国各地で展開されています。
　また、地域住民の参加と協力による地域のつながりの
再構築と支え合い活動を広める役割があるとともに、介
護保険制度の改正にともない介護予防の拠点としての期
待も高まっています。
　そこで、今年度の全国研究交流会は、日頃のサロン活
動を振り返るとともに、身体を動かすことで参加者が笑
顔で元気になる、介護予防や認知症予防などに効果のあ
る音楽を用いたレクリエーション技術を通し、今後の取
り組みが一層魅力的となることを目的に開催します。

主　　催：�平成 28 年度「ふれあい・いきいきサロン全国
研究交流会」in 埼玉　実行委員会

　　　　　社会福祉法人埼玉県社会福祉協議会
　　　　　社会福祉法人全国社会福祉協議会
日　　時：�平成 28 年 12 月 4 日（日）10：00～15：50

会　　場：�彩の国すこやかプラザ　セミナーホール他
　　　　　（埼玉県さいたま市浦和区針ヶ谷 4-2-65）
定　　員：�290 名
申込期限：�平成 28 年 11 月 15 日（火）
　　　　　�（定員になり次第、締め切りとさせていただきます）
参加対象：�「ふれあい・いきいきサロン」など地域住民の

参加によるサロン活動に取り組む方々
　　　　　�（サロン活動者、ボランティア、民生・児童委

員、社協役職員、地域包括支援センター職員、
その他興味のある方）

参　加　費：1,000 円（昼食、お茶代含む）
　　　　　※�詳細は開催要項をご参照ください。開催要項

は下記ホームページからダウンロードできます。
　　　　　　http://www.zcwvc.net/
問合せ先：全国社会福祉協議会　地域福祉部
　　　　　TEL 03-3581-4655／FAX 03-3581-7858
　　　　　E-mail z-chiiki@shakyo.or.jp

インフォメーション
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P.12 ●社協活動最前線社協活動最前線
四国中央市社会福祉協議会（愛媛県）
ひとりの訴えから地域の居場所づくりに取り組む

●
市川市社会福祉協議会（千葉県）①
災害マップの作成から学ぶ

P.14 災害に備える地域づくり〔第9回〕災害に備える地域づくり〔第9回〕

●
事業運営における透明性の確保

P.10 社協の理事、監事、評議員のための基礎知識〔第5回〕社協の理事、監事、評議員のための基礎知識〔第5回〕

●
一般社団法人 釧路社会的企業創造協議会 副代表　櫛部 武俊氏
人と人をつなぐ「中間的就労」

P.16 明日への一歩～ノーマインタビュー～明日への一歩～ノーマインタビュー～
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櫛部さんが現在の活動に携わるようになった経緯
をお聞かせください。

　現在の活動を始める以前は、生活保護のケースワー
カーとして働いており、平成 17 年から地域の清掃や
公園の整備等の生活困窮者の居場所づくりに取り組ん
でいました。地域の清掃や公園の整備を行っても賃金
が発生するわけではありませんが、参加している方々
は何もしないで家にいるわけでもありません。このよ
うな居場所と活動のことを「中間的就労」と名づけま
した。
　退職後はさまざまな団体から講演依頼を受けていた
のですが、「釧路の実践は居場所などコミュニケー
ションに偏っている」という意見もありました。これ
を受けて、地域の生活困窮者や生活保護世帯がお金を
得ることができる中間的就労の場をつくり、「中間的
就労による自立」もあると考え、現在の団体を立ち上
げました。

生活困窮者支援において重要なことは何でしょう
か。

　まず重要なのが、自尊感情を大切にするということ
です。以前、中間的就労に参加する方から「私は今ま
で褒められたことがありませんでした」という言葉が
ありました。この言葉はとても衝撃的でした。思い返
すと、ケースワーカー時代はその方の生活のチェック
しかしていませんでした。その方の自尊感情や存在価
値を認めること、いわば「かけがえのない私という実
感」をもつことが自立の基本です。
　次に、人との関わりの場をつくることが重要です。

生活保護は金銭による支援を行っていますが、人との
関わりの支援が不足しています。人と話す機会がない
と不活発病を引き起こし、それが腰痛を誘発して、そ
の結果、通院する人が増加するなどの悪循環となって
しまいます。そこで、中間的就労などで人と人が関わ
る機会をつくろうと考えました。生活のリズムを整え
ることができますし、参加者からは「体を動かすよう
になったら病院に行かなくなった」という声も聞こえ
ました。中間的就労は「自分を組み立て直す活動」と
表現できるかもしれません。
　また、地域の資源をつくり出すときに意識している
のが「わくわく感」が得られることです。参加者がわ
くわく感を得られれば、継続して参加しようという意
欲にもつながるのではないでしょうか。

社協も生活困窮者支援に取り組んでいますが、期
待などがあればお聞かせください。

　生活困窮者支援に取り組むうえでは、資源の創出か
ら地域づくりまで行う必要がありますが、地域づくり
は各々の団体だけで取り組んでいてはなかなかすすみ
ません。地域の社協や企業、NPO 等さまざまな団体
と協働して取り組むことが重要です。
　そして、協働を行うには重要なことが 3 点あります。
1 点目は協働する相手を責めないことです。団体には
それぞれ得意なことがあるので、その強みを活かす取
り組みが大切です。2 点目は異業種連携を行うことで
す。福祉分野だけで考えるのではなく、幅広い分野か
ら多様な意見を取り入れてください。そして 3 点目が
地域の課題を共有しておくことです。この 3 点を意識
しつつ、ともに地域づくりに取り組みましょう。

I N T E R V I E W  # 0 6

櫛
くし

部
べ

 武
たけ

俊
とし

氏
一般社団法人 釧路社会的
企業創造協議会 副代表。
釧路市にて生活保護のケー
スワーカーとして中間的就
労による支援に取り組む。
退職後に現団体を立ち上
げ、「中間的就労による自
立」をめざした支援を展開
する。

人と人をつなぐ
「中間的就労」

生活困窮者自立支援法の施行から1年以上が経過し、
全国で相談支援が実施されていますが、生活困窮者支
援を実施するにあたっては、人と人とをつなぐ取り組
みが重要です。そこで、法施行以前から長年にわたり、
中間的就労の場づくりなど生活困窮者支援を実践され
てきた櫛部さんにお話をお聞きしました。

聞き手：全国社会福祉協議会　地域福祉部


	表1-4
	p02-05
	p10-11
	p12-13
	p14
	p15

